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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間（当期）純損失金額が計上

されているため、記載しておりません。 

３ 第19期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

４ 第20期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第19期中 第20期中 第21期中 第19期 第20期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 20,998,643 18,454,750 20,902,032 40,961,217 36,578,333 

経常損失 （千円） 821,797 593,008 1,052,358 1,209,310 1,788,024 

中間（当期）純損失 （千円） 2,946,514 932,934 1,449,489 3,391,317 14,414,418 

純資産額 （千円） 22,950,312 21,227,234 6,500,432 22,146,627 7,702,403 

総資産額 （千円） 29,373,019 23,417,255 8,783,443 24,459,922 10,215,703 

１株当たり純資産額 （円） 97.26 89.82 27.55 93.85 32.64 

１株当たり中間(当期)純損

失金額 
（円） 23.39 3.95 6.14 18.75 61.08 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 78.1 90.5 74.0 90.5 75.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △9,964 △91,729 △784,401 △1,681,734 △1,338,141 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △174,940 △585,238 365,423 △4,488,061 △13,514,400 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 15,272,887 △27 69,968 12,243,535 △33,313 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） 16,365,491 15,650,376 1,092,506 16,327,371 1,441,516 

従業員数 

（ほか、平均臨時雇用者

数） 

（名） 568 589 628 571 600 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間（当期）純損失金額が計上

されているため、記載しておりません。 

３ 第19期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるも

のであります。 

４ 第20期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。 

回次 第19期中 第20期中 第21期中 第19期 第20期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （千円） 20,881,321 18,288,713 20,709,439 40,614,952 36,223,944 

経常損失 （千円） 544,597 581,272 1,074,567 968,538 1,776,605 

中間(当期)純損失 （千円） 2,655,713 913,219 1,480,997 2,975,250 14,396,465 

資本金 （千円） 14,447,805 14,447,805 14,447,805 14,447,805 14,447,805 

発行済株式総数 （株） 235,987,091 235,987,091 235,987,091 235,987,091 235,987,091 

純資産額 （千円） 23,299,673 21,812,969 6,768,725 22,712,647 8,286,376 

総資産額 （千円） 26,594,597 23,823,028 9,087,914 24,883,990 10,607,474 

１株当たり純資産額 （円） 98.74 92.30 28.68 96.25 35.12 

１株当たり中間(当期)純損

失金額 
（円） 21.08 3.87 6.28 16.45 61.01 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 87.6 91.4 74.5 91.3 78.1 

従業員数 

（ほか、平均臨時雇用者

数） 

（名） 489 533 573 502 547 



２【事業の内容】 

  当社の企業集団は、その他の関係会社、当社と連結子会社４社及び持分法適用会社１社により構成されており、そ

の主な事業内容は、自動車関連事業であります。 

  

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次の通りであります。 

(１)自動車関連事業 中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売を当社及び関連会社が行っております。 

(２)不動産関連事業 不動産の販売及びコンサルタント業務を当社が行っております。  

 また、当社グループを構成している主な各会社間の取引の概要は、以下の図の通りであります。  

［事業系統図］ 

（注）※１ その他の関係会社 

※２ 連結子会社 

※３ 持分法適用会社（平成19年10月30日に当社保有株式のすべてを譲渡しております。） 

その他の子会社 

株式会社ジェイ・ファイナンス（その他）※２ 

株式会社ジャックアカウンティング（その他）※２ 



３【関係会社の状況】 

（１）当中間連結会計期間において連結子会社であったＡＡフィナンシャル・システム株式会社は当社が所有する株

式をすべて売却したため、子会社ではなくなりました。 

（２）当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．債務超過会社で債務超過の額は、平成19年９月中間期末時点で259百万円となっております。 

（３）当中間連結会計期間において、株式会社ソリッドアコースティックスは、担保提供しておりました当社株式の

一部について、担保権実行により売却いたしましたので、「親会社」から以下のとおり「その他の関係会社」となり

ました。 

  

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社における状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者は除き、グループ外からの出向者を含む）で

あります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であります。 

(3）労働組合の状況 

 組合は結成されておりませんが、労使関係は円滑に推移しております。 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容 

議決権の所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

  

株式会社レジラ 

（注）２ 

東京都港区 142 
その他関連事業 

（注）１ 
100 

当社中古車買取・

販売事業における

インターネット流

通システムの企

画・構築 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業内容 

議決権の被所有
割合（％） 

関係内容 

（その他の関係会社） 

  

株式会社ソリッドアコ

ースティックス 

東京都港区 1,818 

投資事業、事業育

成事業、子会社管

理事業 

48.74 役員の兼務 １名

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

自動車関連事業 573 

その他の事業 55 

合計 628 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 573 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当上半期の日本経済は、輸出と設備投資に支えられ雇用の改善が続きましたが、賃金の伸びは低く、個人消費が伸

び悩んでおり、また米国経済の減速感や原油価格の高騰といった懸念材料も重なり、景気の先行きには不透明な状況

が続きました。 

 当社グループの関連する自動車流通業界は、アジアや新興国向け輸出の増勢を背景に自動車の生産が堅調に推移し

ているものの、国内新車総販売台数は低水準で、特に若年層の購買意欲が減少していることから一層厳しい状況とな

りました。 

 このような経営環境の中で当社グループは、全社一丸となって新規顧客の開拓、既存顧客の深耕に努め、売上の増

大と収益改善を強力に推進してまいりました。また「コストカット委員会」の活動を活発にすることで、経費削減に

努める反面、全国展開している「車買取・販売」の「ＣＡＲＣＨＳ（カーチス）」ブランドを浸透させるべく広告宣

伝においてタレントを起用し、国内最高峰の自動車レース、フォーミュラ・ニッポンのスポンサー活動などを継続い

たしました。 

 人材面に関しましては店舗計画に則り、新卒・中途社員の積極採用を実施し、様々な研修を通して営業力の強化、

生産性の向上、お客様満足の向上を図っており、引き続き人材採用及び育成に尽力してまいります。なお当社は、株

式会社ウェブクルーが実施した「2006年４月から2007年３月の業者別満足度ランキング」において、満足度ナンバー

ワン企業に選ばれております。 

 当中間期までに行った収益強化策といたしまして、地域特性を重視した買取直販モデルの完成を目指し、営業拠点

網の合理化のため、直営買取・販売複合店舗「カーチス神戸西」と「カーチス宝塚」を平成19年９月１日に２店舗同

時オープンいたしました。平成19年９月22日「カーチス小山」を新設し合計58店舗、「ＦＣ店舗」は２店舗となりま

した。 

  また、９月度につきましては対前年比175％（昨年実績2,533台）となる4,425台という買取台数を記録することが

できました。これは、９月度の実績としては当社における過去最高の記録となるものであります。 

 下期につきましては、更に営業拠点網合理化を実施し、売上高、売上総利益及び利益の高い企業に変革するよう努

めてまいる所存であります。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における売上高は20,902百万円（前年同期比13.3％増）、経常損失においては

1,052百万円（前年同期は593百万円）となりました。 

  また、当中間連結会計期間の純損失は、減損損失の計上や貸倒引当金の繰入が主な要因となり、1,449百万円（前

年同期は932百万円）となりました。 

 事業のセグメント別の概況は、次のとおりであります。 

［自動車関連事業］ 

 当中間連結会計期間におきましては、広告宣伝等により顧客誘致やブランド認知度の向上を図り、営業拠点網合理

化を実施してまいりました結果、売上高は20,644百万円（前年同期比13.3％増）と増加いたしましたが、営業損失は

1,122百万円（前年同期は638百万円）となりました。 

［不動産関連事業］ 

 売上高は63百万円（前年同期比１％増）となり、営業利益は48百万円（前年同期は48百万円）となりました。  

［その他関連事業］ 

 売上高は194百万円（前年同期比15.7％増）となり、営業損失は15百万円（前年同期は14百万円）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間における現金及び現金同等物残高は、前年同期末と比べ14,557百万円減少し、1,092百万円と

なりました。 

 なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前中間純損失は1,423百万円であり、キャッシュ・フローの伴わない減損損失362百万円や棚卸資産の減

少285百万円などがありました。結果として784百万円のマイナスとなりました。(前年同期は91百万円のマイナス） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 固定資産の取得による支出が294百万円あったものの、CMSによる関係会社寄託金回収による収入227百万円、差入

保証金の回収による収入163百万円などがありました。結果として365百万円のプラスとなりました。(前年同期は585

百万円のマイナス） 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入による収入が75百万円ありました。結果として、69百万円のプラスとなりました。(前年同期は0.02百万

円のマイナス） 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）仕入実績 

 当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

自動車関連事業 16,678,563 114.4 

その他 280,691 132.1 

合計 16,959,254 114.7 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

自動車関連事業 20,644,295 113.3 

不動産関連事業 63,280 101.0 

その他 194,455 115.7 

合計 20,902,032 113.3 



３【対処すべき課題】 

 当社及び当社グループは、中期事業計画「CARCHS Rebuilding PLAN」に基づき、(1)事業変革のために導入された施

策の機能統合を図ることにより、業績復活の基盤を整備し、(2)売上高の回復、および収益構造の改善を段階的に図

り、上場企業としての責任を果たしてまいります。さらに、(3)買取直販モデルの推進による競争優位性を構築し、

「流通革命」のサクセス・ストーリーをつくってまいります。 

 当社及び当社グループの対処すべき課題は、以下のとおりであります。 

 １．内部統制の強化 

  平成19年９月13日、内部監督機能の強化および内部統制システム充実のためコンプライアンス本部を設置いたし

ました。会社全体のコンプライアンス経営とガバナンス体制という会社の司法的側面の強化、会社の意思決定から

店舗でのオペレーションに至るまでの業務が、定められたルールに従って行われているかチェックできる体制の構

築、さらに法令にとどまらず社会通念や企業倫理の遵守・推進・指導の統括を目的とするものであります。 

  ２．人材の育成 

  収益強化に貢献できる営業力を体得できる職場環境の形成、人材の育成が課題であります。また、管理職のマネ

ジメント力の強化につきましても同時に取組んでまいります。 

  ３．改善措置の実施状況及び運用状況に関する報告書の提出 

  当社は平成19年５月24日、株式会社東京証券取引所より「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規制」に基づき「改善報告書」の提出を求められ、平成19年６月７日に提出いたしましたが再提出を求められ、

平成19年６月21日に再提出を行い受理されております。当社では、当該改善報告書の内容に基づき、経営委員会の

設置など必要な方策を講じコーポレート・ガバナンスを強化し、経営執行の監視機能を構築いたしました。なお、

当該報告書の提出６ヶ月経過後に株式会社東京証券取引所へ提出する「改善措置の実施状況及び運用状況に関する

報告書」の提出につきましても、社内で十分な検討を重ね、真摯に対応してまいる所存であります。 

  ４．継続企業の前提に関する重要な疑義の存在への対応 

  当社グループは、当中間連結会計期間において営業損失1,090百万円、中間純損失1,449百万円を計上いたしまし

た。また、営業キャッシュ・フローにつきましても784百万円と継続的にマイナスとなっております。さら 

に、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の金額が1,092百万円となっており、前中間連結会計期間 

(15,650百万円)に比べて著しく減少しております。当該状況を総合的に鑑みて、当社グループには継続企業の前提 

に関する疑義が存在しております。このような状況から早急に脱却するために、当社グループでは平成19年７月30 

日公表の中期事業計画「CARCHS Rebuilding PLAN」（平成20年３月期から平成22年３月期）を策定し、当該計画の 

達成に向けて邁進しております。また、株式会社ソリッドアコースティックスに対するキャッシュ・マネジメン 

ト・システム(ＣＭＳ)への寄託金及び利息相当額に対する返還請求権に係る請求訴訟、また、保有する投資有価証 

券の売却等による運転資金の確保についても尽力してまいります。 

 ５．リーマン・ブラザーズ証券株式会社(以下、「ＬＢ社」という。)の質権実行による影響 

  株式会社ソリッドアコースティックスがＬＢ社との間の金銭消費貸借契約及び株式質権設定契約に基づきＬＢ社

に対して担保提供した当社株式が、ＬＢ社の担保権実行により一部売却されております。これにより、株主総会に

おける議案成立に必要な議決権の確保が難しくなることなど、経営の安定性の維持が損なわれる虞があります。 

 ６. 株式会社ソリッドアコースティックス(以下、「ＳＡ社」という。)への訴訟  

  平成19年６月12日に公表しておりますとおり、キャッシュ・マネジメント・システム(ＣＭＳ)への寄託金の早期

回収を図るため、当社へ優先的に金銭債務を弁済するようＳＡ社と「債務弁済確約書」を締結し、さらにＣＭＳ契

約からの脱退(解除)、追加担保の提供、ＳＡ社の株主および実質支配する個人に対する無限責任の連帯保証、準消

費貸借契約書の締結を協議してまいりましたが、実行には至りませんでした。そこで当社は、当該状況を継続する

ことは当社の企業価値ならびに株主価値に著しい影響を与えるとの判断から、ＳＡ社に対しＣＭＳ契約から脱退(解

除)し、本件寄託金の返還、ならびに本件寄託金の利息相当額について、平成19年７月26日付で支払請求する通知 

を行いましたが履行されず、法的措置へ踏み切ったものであります。当社は本訴訟につき、ＳＡ社に対し請求し回 

収を図ってまいります。 



 ７．株式会社ケン・エンタープライズによる当社株式に対する公開買付の反対について 

 （１） 本公開買付けに関する意見の内容 

 当社は、公開買付者による当社株券に係る本公開買付けについて、反対いたします。 

（２） 本公開買付けに関する意見の根拠 

当社は、平成19年10月31日に本公開買付けが開始されたことをその開始公告によって初めて知りました。公開買付

者からは事前協議はおろか、一切の事前連絡がありませんでしたので、当社は、当該開始公告により、初めて本公

開買付けに関する公開買付者の意向を認識したことになります。 

当社は、本公開買付けの開始を知った後、スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所及び当社顧問弁護士

である湊総合法律事務所をアドバイザーとし、両事務所及び当社経営委員会の助言を受けながら、本公開買付けが

当社の企業価値や株主共同の利益にどのような影響を与えるかについて、本公開買付けに係る公開買付届出書（以

下「本公開買付届出書」といいます。）その他の公開資料を材料として分析・検討を開始いたしました。 

分析・検討の結果、本公開買付けは、当社の企業価値、ひいては当社株主、顧客を含めたステークホルダー全体に

対して好ましくない影響が出る可能性が高いことが判明しました。その分析・検討の結果を当社取締役会に報告

し、慎重審議した結果、当社取締役会は本公開買付けに対し満場一致で反対の意見を表明することを決議いたしま

した。なお、当社経営委員会より、上記決議に賛同する旨の答申を受理しております。 

(３) 公開買付者またはその特別関係者による利益供与の内容 

  該当事項はありません。 

(４) 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

  該当事項はありません。 

(５) 公開買付者に対する質問 

  該当事項はありません。 

(６) 公開買付期間の延長請求 

  該当事項はありません。 

なお、本公開買付けの概要につきましては、金融庁が提供する「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示

書類に関する電子開示システム (EDINET) 」をご参照ください。 

(アドレス:https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm) 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

平成17年６月29日開催の第18回定時株主総会決議並びに旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行

した新株予約権（ストックオプション）に関する事項の、次のとおりであります。 

平成17年12月15日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の数の減少は、退職によるものであります。 

 ２．当社が株式の分割又は併合を行なう場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により、調整されるものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行なわれる

ものとする。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

（調整後生じる１株未満の端数は切り捨てる。） 

 また、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行

される株式の数は適切に調整されるものとする。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 492,932,364 

計 492,932,364 

種類 
中間会計期間末現
在発行数（株） 
(平成19年９月30日) 

提出日現在発行数 
（株） 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 235,987,091 235,987,091 
東京証券取引所 

市場第二部 

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式 

計 235,987,091 235,987,091 － － 

 
中間会計期間末現在 

（平成19年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）                  （注）１. 36,300 35,500 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）２. 3,630,000 3,550,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注）３. １株あたり 335円  同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成19年6月30日 

至 平成20年7月7日 
同左  

新株予約権の行使の条件 

①対象者に法令又は当社もしくは当社子会社の内部規律

に対する重大な違反行為があった場合、対象者は新株予

約権を行使できないものとする。 

②この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたも

のとの間で締結する新株予約権割当契約の定めるところ

によるものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する

ものとする。 
 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―  ― 



 ３．各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は、新株予約権を発行

する日の株式会社東京証券取引所が公表する 終価格（ただし、当日に取引が成立しない場合にはそれに先立つ直近の終値）に1.05を

乗じた価格とし、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、当社が株式の分割又は併合を行なう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

 また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権社債も含む）の行使による場合を除く。）し、また自己株式を処分する場

合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

 さらに、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他の組織変更を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、当社は合理的は範囲において行使価額を調整するものとする。 

  

  平成18年３月16日取締役会決議 

 （注）１．新株予約権の数の減少は、退職によるものであります。 

 ２．当社が株式の分割又は併合を行なう場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により、調整されるものとする。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式についてのみ行なわれる

ものとする。 

  調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  （調整後生じる１株未満の端数は切り捨てる。） 

  また、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発

行される株式の数は適切に調整されるものとする。 

 ３．各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）は、新株予約権を発

行する日の株式会社東京証券取引所が公表する 終価格（ただし、当日に取引が成立しない場合にはそれに先立つ直近の終値）に

1.05を乗じた価格とし、１円未満の端数は切り上げる。 

なお、当社が株式の分割又は併合を行なう場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

   新規発行株式数 1株当たりの払込金額 

          × 

   又は処分株式数  又は処分価額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

 
中間会計期間末現在 

（平成19年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日）

新株予約権の数（個）                 （注）１. 21,945 21,505 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―   ―  

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左  

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注）２. 2,194,500 2,150,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注）３. １株あたり 175円  同左  

新株予約権の行使期間 
自 平成19年6月30日 

至 平成20年7月7日 
同左  

新株予約権の行使の条件 

①対象者に法令又は当社もしくは当社子会社の内部規律

に対する重大な違反行為があった場合、対象者は新株予

約権を行使できないものとする。 

②この他の権利行使の条件は、株主総会決議および取締

役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたも

のとの間で締結する新株予約権割当契約の定めるところ

によるものとする。 

 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要する

ものとする。 
 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ―  ― 

１ 



 また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権社債も含む）の行使による場合を除く。）し、また自己株式を処分する場

合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

 さらに、上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他の組織変更を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲において行使価額を調整するものとする。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 分割・併合の比率 

       
既発行株式数 ＋ 

  新規発行株式数   １株当たりの払込金額 

          × 

  又は処分株式数   又は処分価額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１株当たり時価 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 

年月日 
発行済株式
総数増減数 

（株） 

発行済株式
総数残高 

（株） 

資本金増減額 

（千円） 

資本金残高 

（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金
残高 
（千円） 

 平成19年４月１日～ 

平成19年９月30日 
― 235,987,091 ― 1,447,805 ― 3,611,951 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対する所

有株式数の割合（％） 

株式会社ソリッドアコースティックス 東京都港区三田３丁目５―27 115,028 48.74 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２―10 23,855 10.11 

大和証券株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６―４ 2,723 1.15 

堤 和弘 東京都品川区 1,921 0.81 

 バークレイズ バンク ピーエルシ

ー バークレイズ キャピタル セキ

ュリティーズ エスビーエル／ピービ

ーアカウント 

１ ＣＨＵＲＣＨＩＬＬ ＰＬＡＣＥ，ＬＯＮＤＯＮ 

Ｅ14 ５ＨＰ，ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯＭ 
1,307 0.55 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目28―１ 1,240 0.53 

日興コーディアル証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町６―５ 1,233 0.52 

株式会社ヤマニ興業 東京都港区麻布台１丁目１―13―203号 1,117 0.47 

モルガン・スタンレー・アンド・カン

パニー・インターナショナル・ピーエ

ルシー 

25 CABOT SQUARE、CANARY WHARF、LONDON E14 ４

QA ENGLAND 
1,003 0.43 

田代 光史 東京都世田谷区 845 0.36 

計 － 150,272 63.67 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  （注)１ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が126,500株(議決権1,265)含まれております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式49株が含まれております。 

②【自己株式等】 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式       12,400 
－ 

権利内容に何ら限定のない当社における標

準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式  235,970,800 2,359,708 同上 

単元未満株式 普通株式        3,891 － 同上 

発行済株式総数           235,987,091 － － 

総株主の議決権 － 2,359,708 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 

自己名義所

有株式数 

（株） 

他人名義所有

株式数 

（株） 

所有株式数

の合計(株) 

発行済株式総数に対する所

有株式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

株式会社ソリッドグループホー

ルディングス 

東京都港区三田３丁目５－

27 
12,400 － 12,400 0.00  

計 － 12,400 － 12,400 0.00  



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

該当事項はありません。 

(2）退任役員 

(3）役職異動 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円） 119 106 71 57 47 43 

低（円） 95 39 48 43 36 33 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役  ―  神山 真一  平成19年８月７日  

取締役  ―  川上 巌  平成19年12月13日  

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日 

取締役  代表取締役会長  吉原 譲治  平成19年８月７日  



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表につ

いて、ビーエー東京監査法人の監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１

日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸表については、監査法人ウイングパートナーズによる中間監査を受けて

おります。 

 なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  ビーエー東京監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  監査法人ウイングパートナーズ 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金     15,796,882 1,092,506   1,586,230

２ 受取手形及び売掛
金 

    767,885 1,063,216   930,389

３ たな卸資産     3,355,431 3,433,140   3,718,364

４ 親会社未収利息     － －   65,084

５ その他     310,699 268,741   239,709

貸倒引当金     △5,319 －   △1,653

流動資産合計     20,225,579 86.4 5,857,604 66.7   6,538,124 64.0

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1）建物及び構築物 ※１ 890,556   544,329 780,750  

(2）土地   232,200   232,200 232,200  

(3）その他 ※１ 58,029   45,574 112,322  

有形固定資産合計     1,180,786 5.0 822,103 9.4   1,125,273 11.0

２ 無形固定資産          

(1）のれん   －   259,209 －  

(2）その他   119,260   2,133 71,306  

無形固定資産合計     119,260 0.5 261,342 3.0   71,306 0.7

３ 投資その他の資産          

(1）投資有価証券   770,562   56,369 751,078  

(2）関係会社株式   －   659,886 －  

(3）差入敷金保証金   868,022   983,658 1,173,281  

(4）長期債権 ※２ 6,927,047   6,776,942 6,929,463  

(5）長期売掛金 ※２ 505,725   288,322 518,489  

(6）CMSによる関係会
社寄託金 

※３ －   11,932,623 12,160,000  

(7）その他   75,182   32,588 318,844  

貸倒引当金   △7,254,911   △18,888,000 △19,370,158  

投資その他の資産
合計 

    1,891,628 8.1 1,842,392 20.9   2,480,999 24.3

固定資産合計     3,191,675 13.6 2,925,838 33.3   3,677,578 36.0

資産合計     23,417,255 100.0 8,783,443 100.0   10,215,703 100.0

           

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形及び買掛
金 

    371,279 714,620   538,889

２ 短期借入金     － 25,000   －

３ 未払金     902,088 715,610   1,089,804

４ 賞与引当金     154,752 167,000   161,371

５ 社名変更関連費用
引当金 

    109,874 －   －

６ 閉鎖店舗引当金     56,484 －   11,397

７ 債務保証損失引当
金 

    1,017 －   2,443

８ その他 
 ※
４ 

  464,152 640,004   585,497

流動負債合計     2,059,648 8.8 2,262,235 25.8   2,389,403 23.4

Ⅱ 固定負債          

１ 繰延税金負債     31,800 －   24,948

２ 長期未払金     19,680 －   9,840

３ 預り保証金     75,155 20,362   87,034

４ リース資産減損勘
定 

    3,736 412   2,074

固定負債合計     130,372 0.6 20,774 0.2   123,896 1.2

負債合計     2,190,020 9.4 2,283,010 26.0   2,513,300 24.6

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金     14,447,805 61.7 14,447,805 164.5   14,447,805 141.3

２ 資本剰余金     7,555,702 32.3 7,555,702 86.0   7,555,702 74.0

３ 利益剰余金     △854,285 △3.7 △15,501,086 △176.5   △14,335,769 △140.3

４ 自己株式     △1,979 △0.0 △1,988 0.0   △1,987 △0.0

株主資本合計     21,147,243 90.3 6,500,432 74.0   7,665,751 75.0

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券評
価差額金 

    46,719 0.2 － －   36,652 0.4

評価・換算差額等合
計 

    46,719 0.2 － －   36,652 0.4

Ⅲ 新株予約権     33,272 0.1 － －   － －

純資産合計     21,227,234 90.6 6,500,432 74.0   7,702,403 75.4

負債純資産合計     23,417,255 100 8,783,443 100.0   10,215,703 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     18,454,750 100.0 20,902,032 100.0   36,578,333 100.0

Ⅱ 売上原価     14,787,209 80.1 16,959,254 81.1   29,499,545 80.6

売上総利益     3,667,540 19.9 3,942,777 18.9   7,078,787 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   4,273,321 23.2 5,033,542 24.1   8,957,139 24.5

営業損失     605,780 △3.3 1,090,765 △5.2   1,878,352 △5.1

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   850   1,625 67,610  

２ 受取配当金   1,119   1,515 1,360  

３ 有価証券利息   －   － 3,285  

４ 持分法による投資
利益 

  1,010   37,178 －  

５ その他   10,255 13,235 0.1 10,495 50,814 0.3 23,073 95,328 0.3

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   －   273 －  

２ 持分法による投資
損失 

  －   － 1,554  

３ 車両盗難による損
失 

  －   6,076 －  

４ 保証金償却   －   2,419 －  

５ その他   463 463 0.0 3,639 12,407 0.1 3,447 5,001 0.0

経常損失     593,008 △3.2 1,052,358 △5.0   1,788,024 △4.9

Ⅵ 特別利益          

１ 投資有価証券売却
益 

  －   46,016 －  

２ 固定資産売却益 ※２ 325   2,757 1,490  

３ 賞与引当金戻入益   23,592   13,384 29,110  

４ 債務保証損失引当
金戻入益 

  3,038 26,956 0.2 － 62,158 0.3 1,612 32,213 0.1

Ⅶ 特別損失          

１ 貸倒引当金繰入額   165,024   69,963 12,298,049  

２ 投資有価証券評価
損 

  486   ― 486  

３ 固定資産除却損 ※３ 2,344   1,301 2,576  

４ 固定資産売却損 ※４ 91   ― 91  

５ 減損損失 ※５ 175,298 343,245 1.9 362,021 433,285 2.1 307,151 12,608,355 34.5

税金等調整前中間(当

期)純損失 
    909,297 △4.9 1,423,486 △6.8   14,364,167 △39.3

法人税、住民税 

及び事業税 
    23,636 0.1 26,003 0.1   50,250 0.0

中間(当期)純損失     932,934 △5.0 1,449,489 △6.9   14,414,418 △39.4

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201 

中間連結会計期間中の変動額          

資本準備金の取崩   △4,806,321 4,806,321   ― 

中間純損失     △932,934   △932,934 

自己株式の取得       △24 △24 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
― △4,806,321 3,873,387 △24 △932,958 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
14,447,805 7,555,702 △854,285 △1,979 21,147,243 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
66,425 66,425 33,272 22,179,899 

中間連結会計期間中の変動額        

資本準備金の取崩       ― 

中間純損失       △932,934 

自己株式の取得       △24 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△19,706 △19,706   △19,706 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△19,706 △19,706 ― △952,664 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
46,719 46,719 33,272 21,227,234 



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751 

中間連結会計期間中の変動額          

中間純損失     △1,449,489   △1,449,489 

連結範囲の変更を伴う利益剰余

金増加額 
    284,172   284,172 

自己株式の取得       0 0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ － △1,165,317 0 △1,165,318 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
14,447,805 7,555,702 △15,501,086 △1,988 6,500,432 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
36,652 36,652 7,702,403 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純損失     △1,449,489 

連結範囲の変更を伴う利益剰余金

増加額 
    284,172 

自己株式の取得     0 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△36,652 △36,652 △36,652 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△36,652 △36,652 △1,201,970 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
－ － 6,500,432 



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 14,447,805 12,362,024 △4,727,672 △1,955 22,080,201 

連結会計年度中の変動額          

資本準備金の取崩   △4,806,321 4,806,321   － 

当期純損失     △14,414,418   △14,414,418 

自己株式の取得       △31 △31 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

          

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

－ △4,806,321 △9,608,096 △31 △14,414,450 

平成19年３月31日 残高（千円） 14,447,805 7,555,702 △14,335,769 △1,987 7,665,751 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券評価差額
金 

評価・換算差額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 66,425 66,425 33,272 22,179,899 

連結会計年度中の変動額        

資本準備金の取崩       － 

当期純損失       △14,414,418 

自己株式の取得       △31 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045 

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△29,773 △29,773 △33,272 △14,477,496 

平成19年３月31日 残高（千円） 36,652 36,652 － 7,702,403 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

１ 税金等調整前中間（当期）純損失   △909,297 △1,423,486 △14,364,167 

２ 減価償却費   105,645 140,976 321,468 

３ 減損損失   175,298 362,021 307,151 

４ 保証金償却   － 2,419 － 

５ 貸倒引当金の増減額（△減少額）   △565,434 △475,260 11,546,145 

６ 賞与引当金の増減額（△減少額）   △20,196 9,666 △13,577 

７ 社名変更関連費用引当金の減少額   △160,125 － △270,000 

８ 閉鎖店舗引当金の減少額   △7,623 △11,397 △52,710 

９ 債務保証損失引当金の増減額（△減少額）   △3,038 1,233 △1,612 

10 受取利息及び受取配当金   △1,969 △3,140 △68,970 

11 支払利息   － 273 － 

12 持分法による投資損益（△利益）   △1,010 △37,178 1,554 

13 投資有価証券売却益   － △46,016 － 

14 投資有価証券評価損   486 － 486 

15 有形固定資産売却益   △325 △2,757 △1,490 

16 有形固定資産除売却損   2,412 779 2,645 

17 無形固定資産除売却損   23 521 23 

18 売上債権の増減額（△増加額）   16,332 △68,555 △51,653 

19 たな卸資産の減少額   442,835 285,144 77,598 

20 仕入債務の増減額（△減少額）   △60,903 178,218 130,529 

21 未払消費税等の増加額   55,440 20,606 38,946 

22 長期売掛金の減少額   － 230,166 － 

23 長期債権の減少額   751,866 － 728,929 

24 未払金の増減額（△減少額）   153,158 △302,235 266,163 

25 その他   35,405 335,200 202,854 

小計   8,980 △802,799 △1,199,686 

26 利息及び配当金の受取額   1,969 68,224 3,886 

27 利息の支払額   － △273 － 

28 法人税等の支払額   △102,679 △49,553 △142,341 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △91,729 △784,401 △1,338,141 

 



    

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

１ 定期預金等の純増減額   － △27,258 － 

２ 預け入れ機関に拘束力のある普通預金   △146,506 － △144,714 

３ 投資有価証券の売却による収入   － 56,413 － 

４ 有形固定資産の取得による支出   △356,479 △236,403 △474,538 

５ 有形固定資産の売却による収入   1,185 3,041 2,661 

６ 無形固定資産の取得による支出   △78,235 △58,083 △139,135 

７ 長期前払費用の取得による支出   △2,033 － △5,144 

８ 差入敷金保証金増加による支出   △19,255 △14,316 △390,838 

９ 差入敷金保証金減少による収入   5,665 163,430 20,044 

10 短期貸付けによる支出   － － △285,100 

11 CMSによる関係会社寄託支出   － － △12,160,000 

12 CMSによる関係会社寄託金回収による収入   － 227,376 － 

13 貸付による支出   － △6,237 － 

14 貸付の回収による収入   6,000 150,141 6,000 

15 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却によ

る収入 
  － 72,291 － 

16 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得によ

る収入 
  － 7,605 － 

17 その他   4,420 27,421 56,365 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △585,238 365,423 △13,514,400 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

１ 短期借入による収入   － 75,000 － 

２ 短期借入金の返済による支出   － △5,000 － 

３ その他   △27 △31 △33,313 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △27 69,968 △33,313 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額）   △676,995 △349,009 △14,885,855 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   16,327,371 1,441,516 16,327,371 

Ⅵ 現金及び現金同等物中間期末（期末）残高 ※１ 15,650,376 1,092,506 1,441,516 

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

―――――――  当社グループは、当中間連結会計期間

において営業損失1,090百万円、中間純

損失1,449百万円を計上いたしました。

また、営業キャッシュ・フローにつきま

しても784百万円と継続的にマイナスと

なっております。さらに、当中間連結会

計期間末における現金及び現金同等物の

金額が1,092百万円となっており、前中

間連結会計期間末(15,650百万円)に比べ

て著しく減少しております。当該状況を

総合的に鑑みて、当社グループには継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

 当中間連結会計期間におきまして、当

社グループが確保した運転資金は、当社

保有株式、担保不動産の売却、商品在庫

圧縮等の実施により1,755百万円となり

ました。運転資金の調達に関する詳細に

つきましては、下記資金不足額の調達表

をご覧下さい。 

 このような状況から早急に脱却するた

めに、当社グループでは平成19年７月30

日公表の中期事業計画「CARCHS 

Rebuilding PLAN」（平成20年３月期か

ら平成22年３月期）を策定し、当該計画

の達成に向けて邁進しております。 

・営業損益および営業キャッシュ・ 

フローへの対応 

 「買取直販モデル」を推進し、原価コ

ストの削減、店舗のスクラップアンドビ

ルドを積極的に実施してまいります。ま

た、法人営業の強化、地域の新規顧客の

獲得を促進させるとともに、人材教育に

よる営業１人当たり販売台数・買取台数

の向上を実現させることで、売上高に見

合う営業損益および営業キャッシュ・フ

ローの確保を図ってまいります。  

・販売管理費の圧縮と財務強化 

 当中間連結会計期間におきまして、販

売および一般管理費が増加いたしました

が、当社では引き続き費用対効果を徹底

的に見直し、経費圧縮してまいります。

また、持分法適用会社の売却につきまし

ては、平成19年10月30日付にて株式譲渡

は完了しておりますため、当社の財務強

化、安定化は一層強化されております。

詳細につきましては、41ページ「重要な

後発事象」をご覧下さい。 

 当社グループは、第18期687百万

円、第19期915百万円、第20期1,878百

万円と継続して大幅な営業損失を計上

しております。当連結会計年度におい

ては多額の貸倒引当金を計上したた

め、当期純損失は14,414百万円にのぼ

りました。 

 また営業キャッシュ・フローにつき

ましても第18期645百万円、第19期

1,681百万円、第20期1,338百万円と継

続的に大幅なマイナスとなっておりま

す。さらに、当連結会計年度において

は、現金および現金同等物の金額が

1,441百万円となっており、前連結会

計年度末（16,327百万円）に比べて著

しく減少しております。当該状況を総

合的に鑑みて、当社グループには継続

企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

 このような状況から早急に脱却する

ために、当社グループでは中期事業計

画（平成20年３月期から平成22年３月

期）を策定し、当該計画の達成に向け

て邁進する所存です。 

・営業損益および営業キャッシュ・フ

ローへの対応 

 営業では１人当たりの生産性を重視

してまいります。営業研修部を新設し

て個人のスキルアップをはかり、全国

55ある店舗（平成19年３月末現在）よ

りスクラップ・アンド・ビルドを積極

的に行います。新たに導入した事業部

制では買取・直販体制を構築させ、社

内流通量を10,000台に増加し陸送費、

オークション仕入れ手数料の削減を強

化すること、そしてより地域に密着し

た営業、機動的なマーケティングを遂

行いたします。 

・販売管理費の圧縮と財務強化 

 第20期におきましては広告宣伝費が

802百万円増加いたしましたが、費用

対効果を徹底的に検証してまいりま

す。本社家賃の見直し（移転含む）な

ど経費圧縮に努め、持分法適用会社で

ある株式会社オートサーバー株式の売

却を早期に実現させ、当社の財務強

化、安定に努めてまいります。 

 なお、第21期の確保すべき運転資金

につきましては、当社保有株式・不動

産の売却、担保不動産の売却、および

エクイティファイナンス等の実施によ

り4,758百万円を調達してまいりま

す。詳細は、下記資金不足額の調達表

をご参照下さい。   

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

―――――――  （単位：百万円）

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えておりま

す。このため、中間連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、上記

の重要な疑義の影響を中間連結財務諸表

には反映しておりません。 

       

 項目 
 資金不足額の調達 

 調達時期 調達額  調達実施額

当社保有株

式売却 

 平成19年

６月 
 66 56

担保不動産

売却 

 平成19年

７月 
217 227

担保不動産

売却 

 平成19年

12月 
460 －

当社保有株

式売却 

 平成20年

１月 
 1,170  －

エクイティフ

ァイナンス等 

 平成20年

１月 
2,000  －

当社保有不動

産売却 

 平成20年

２月 
200   －

担保株式売

却 

 平成19年

12月 
2 －

担保株式売

却 

 平成19年

９月 
 209 150

担保株式売

却 

 平成19年

12月 
 4 －

差入保証金

返還 

 平成19年

９月 
80 102

商品在庫圧縮 

第１四半期 
 随時 350 568

商品在庫圧縮 

第２四半期 
 随時 － 562

子会社株式

売却 

平成19年

９月 
－ 90

  

調達金額およ

び調達実施額

の合計 

4,758 1,755

 （単位：百万円）

  

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要

な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、上

記の重要な疑義の影響を連結財務諸表

には反映しておりません。 

     

 項目 

 資金不足額の調達 

 調達時期 
 数量

（株） 

 調達

額 

当社保有

株式売却 
 平成19年６月  360 66

担保不動

産売却 
 平成19年７月 － 217

担保不動

産売却 
 平成19年７月 － 460

当社保有

株式売却 
 平成19年９月  8,848 1,170

エクイティ

ファイナン

ス等 

 平成19年７月 － 2,000

当社保有不

動産売却 
 平成19年９月 － 200

担保株式

売却 
 平成19年９月  48,800 2

担保株式

売却 
 平成19年９月  280,000 209

担保株式

売却 
 平成19年９月  93,440 4

差入保証

金返還 
 平成19年９月 － 80

商品在庫

圧縮 
 随時 － 350

   調達金額の合計 4,758



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に

関する事項 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数４社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ジャックアカウンティング、イ

ー・ロジスティックス株式会社、株式会

社ジェイ・ファイナンス、ＡＡフィナン

シャル・システム株式会社 

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数４社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ジャックアカウンティング、イ

ー・ロジスティックス株式会社、株式会

社ジェイ・ファイナンス、株式会社レジ

ラ 

 なお、株式会社レジラは、当中間連結

会計期間において、第三者割当増資（デ

ッド・エクイティ・スワップ）により

100％子会社化したため、連結の範囲に

含めております。 

 また、ＡＡフィナンシャル・システム

株式会社は、当中間連結会計期間におい

て、当社保有株式の全部を譲渡したた

め、連結の範囲から除外しております。

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数４社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ジャックアカウンティング、イ

ー・ロジスティックス株式会社、株式会

社ジェイ・ファイナンス、ＡＡフィナン

シャル・システム株式会社 

２ 持分法の適用

に関する事項 

 持分法適用の関連会社の数１社 

 関連会社１社（株式会社オートサーバ

ー）であり、持分法を適用しておりま

す。 

 持分法適用会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 

 持分法適用の関連会社の数１社 

 関連会社１社（株式会社オートサーバ

ー）であり、持分法を適用しておりま

す。 

 持分法適用会社のうち、中間決算日が

中間連結決算日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 

持分法適用の関連会社の数１社 

 関連会社１社（株式会社オートサーバ

ー）であり、持分法を適用しておりま

す。 

 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の

中間決算日等

（決算日）に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日はすべて中間

連結決算日と同一であります。 

 連結子会社の中間決算日はすべて中間

連結決算日と同一であります。 

 連結子会社の決算日はすべて連結決算

日と同一であります。 

４ 会計処理基準

に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①たな卸資産 

主として個別法による低価法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①たな卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 

個別法による原価法（中間連結貸借対照

表価額は、収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）によっておりま

す。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産 

主として個別法による低価法 

  ②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等に基づく時価

法によっております。 

（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法により

算定） 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

―――――― 

  

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時価法に

よっております。 

（評価差額は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算

定） 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法によっておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却方

法 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法

を採用しております。定期借地権契約に

よる借地上の構築物等については、耐用

年数を定期借地権の残存期間、残存価額

を零とした定額法によっております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方

法 

①有形固定資産 

定率法によっております。 

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法

を採用しております。また、平成19年４

月１日以降に取得した減価償却資産につ

いては、改正後の法人税法に基づく定率

法を採用しております。定期借地権契約

による借地上の構築物等については、耐

用年数を定期借地権の残存期間、残存価

額を零とした定額法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法

①有形固定資産 

定率法によっております。 

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法

を採用しております。定期借地権契約に

よる借地上の構築物等については、耐用

年数を定期借地権の残存期間、残存価額

を零とした定額法によっております。 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 

３年～44年

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 

３年～44年

なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 

３年～44年

  ②無形固定資産および長期前払費用 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

②無形固定資産および長期前払費用 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を、のれんにつ

いては、その効果の及ぶ期間（２年）に

わたり、定額法により規則的な償却を行

っております。 

②無形固定資産および長期前払費用 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）に

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

  (3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える為、回

収不能見込額を計上しております。 

ａ．一般債権 

貸倒実績率によっております。 

ｂ．貸倒懸念債権および破産更生債

権 

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

  ③閉鎖店舗引当金 

店舗閉鎖に伴う費用損失に備えるため、

今後の発生見込額を計上しております。 

―――――― ③閉鎖店舗引当金 

店舗閉鎖に伴う費用損失に備えるため、

今後の発生見込額を計上しております。

  ④社名変更関連費用引当金 

社名変更に関連して今後発生すると見込

まれる額を計上しております。 

―――――― ④社名変更関連費用引当金 

社名変更に関連して今後発生すると見込

まれる額を計上しております。 

  ⑤債務保証損失引当金 

債務保証に伴う損失に備えるため、被保

証先の損失発生見込額を計上しておりま

す。 

―――――― ⑤債務保証損失引当金 

債務保証に伴う損失に備えるため、被保

証先の損失発生見込額を計上しておりま

す。 

  (4）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5）その他中間連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

(5）その他中間連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャ

ッシュ・フロ

ー計算書（連

結キャッシ

ュ・フロー計

算書）におけ

る資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、要求払預金及び取得日から３ケ

月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資からなっております。 

同左 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ケ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない短期

的な投資からなっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,193,962千円でありま

す。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は7,702,403千円でありま

す。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表等規則に

より作成しております。 

     

―――――― 

  

  

  

  

  

  

１．（有形固定資産の減価償却方法の変

更） 

 当中間連結会計期間から、平成19年度

の法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降に取得した減価償却資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。なお、この変更によ

る当中間連結会計期間の損益に与える影

響は軽微であります。  

  

―――――― 

  

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．（棚卸資産の評価に関する会計基準

の早期適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

連結会計年度に係る連結財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当中

間連結会計期間から同会計基準を適用し

ております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税

金等調整前中間純損失は、それぞれ

16,372千円減少しております。 

（参考） 

 ①変更前の方法（個別法による低価

法）による低価評価損計上額 

             48,195千円 

 ②変更後の方法による簿価切下額 

             31,823千円 

 ③変更による影響額（②－①） 

            △16,372千円 

―――――― 

  



表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（中間連結貸借対照表関係）  

 当中間連結会計期間より、会社の財

政状態をより詳細に表示するため、固

定負債「その他」で表示していた「預

り保証金」を区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間末の「預

り保証金」の金額は43,709千円であり

ます。 

  

（中間連結貸借対照表関係）  

１．当中間連結会計期間におい

て、株式会社ソリッドアコーステ

ィックスが「親会社」から「その

他の関係会社」へ異動いたしまし

たので、固定資産に表示しており

ました「ＣＭＳによる親会社寄託

金」から「ＣＭＳによる関係会社

寄託金」に科目を変更して表示し

ております。 

  

２．「関係会社株式」は前中間連

結会計期間末は、投資その他の資

産の「投資有価証券」に含めて表

示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の

100分の５を越えたため区分掲記し

ました。 

 なお、前中間連結会計期間末の

「関係会社株式」の金額は625,272

千円であります。 

  

（中間連結貸借対照表関係）  

 当連結会計年度より、会社の財政状

態をより詳細に表示するため、固定負

債「その他」で表示していた「預り保

証金」を区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の「預り保

証金」の金額は55,459千円でありま

す。 

  （中間連結キャッシュ・フロー計

算書関係） 

 当中間連結会計期間において、

株式会社ソリッドアコースティッ

クスが「親会社」から「その他の

関係会社」へ異動いたしましたの

で、投資活動によるキャッシュ・

フローに表示しておりました「Ｃ

ＭＳによる親会社寄託金支出」を

「ＣＭＳによる関係会社寄託金支

出」へ、「ＣＭＳによる親会社寄

託金回収による収入」を「ＣＭＳ

による関係会社寄託金回収による

収入」にそれぞれ科目を変更して

表示しております。 

 

  

  

    

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

1,118,170千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         1,334,573千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         1,303,654千円 

※２ 長期債権および長期売掛金は、財務諸

表等規則第32条第１項第10号の債権で

あります。 

※２       同左 ※２       同左 

※３      ――――― ※３ キャッシュ・マネジメント・システム

（ＣＭＳ）へ寄託した寄託金を、関係

会社が借入れているものであります。 

※３ キャッシュ・マネジメント・システム

（ＣＭＳ）へ寄託した寄託金を、親会

社が借入れているものであります。 

※４ 消費税の取り扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、流動負債の「その他」に含

めて表示しております。 

※４       同左 ※４       同左 

 ５ 保証債務 

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証 

167,800千円 

        ―――――  ５ 保証債務 

ＡＡフィナンシャル・システム株式会

社のカートレードファイナンス会員の

金融機関からの借入に対する連帯保証 

       176,344千円 



（中間連結損益計算書関係） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりでありま

す。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費

目および金額は次のとおりでありま

す。 

広告宣伝費 797,106千円

給与手当 1,328,759千円

地代家賃 927,063千円

賞与引当金繰入額 142,434千円

広告宣伝費     895,454千円

給与手当    1,481,923千円

地代家賃    1,031,585千円

賞与引当金繰入額      167,000千円

広告宣伝費    1,813,660千円

給料手当    2,657,829千円

地代家賃    1,846,978千円

賞与引当金繰入額     154,571千円

※２ 固定資産売却益 ※２ 固定資産売却益 ※２ 固定資産売却益 

車両運搬具 325千円 車両運搬具    2,757千円 車両運搬具    1,490千円

※３ 固定資産除却損 ※３ 固定資産除却損 ※３ 固定資産除却損 

車両運搬具 2,320千円

ソフトウェア 23千円

合計 2,344千円

建物付属設備  779千円

その他 521千円

合計 1,301千円

車両運搬具      2,553千円

ソフトウェア       23千円

合計       2,576千円

※４ 固定資産売却損 ※４     ―――――― ※４ 固定資産売却損 

車両運搬具 91千円   車両運搬具    91千円

※５ 減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要 

※５ 減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要 

※５ 減損損失 

(1）減損損失を認識した資産グループの概

要 

用途 所在地 種類 
減損損失
（千円） 

赤字 
店舗 

千葉県 
柏市 
石川県 
金沢市 
他 

建物及び構築
物その他 

175,298

用途 所在地 種類 
減損損失
（千円）

赤字 
店舗 

大阪府 
大阪市 
北海道 
札幌市他 

建物及び構築
物その他 

348,531

遊休 － 
ソフトウェア 
その他 

13,489

用途 所在地 種類 
減損損失
（千円）

赤字 
店舗 

千葉県 
柏市 
石川県 
金沢市他 

建物及び構築
物その他 

198,082

遊休 － 
ソフトウェア
その他 

109,068

(2)減損損失の認識に至った経緯 

減損損失を認識した資産は収益性及び評

価額が帳簿価額に比べて著しく低下した

ことにより、減損の兆候が認められまし

たので、帳簿価額を回収可能価額まで減

額しております。 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

同左 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

同左 

(3)減損損失の主な固定資産の種類ごとの金

額 

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額 

(3）減損損失の主な固定資産の種類ごとの

金額 

建物及び構築物 167,252千円

無形固定資産 4,546千円

建物及び構築物        239,999千円

無形固定資産      13,489千円

その他        108,531千円

建物及び構築物        192,339千円

無形固定資産        109,068千円

その他        5,743千円

(4)資産のグルーピングの方法 

当社グループは内部管理上の事業所等を

単位として資産のグルーピングを行って

おります。ただし、賃貸不動産に関する

資産及び遊休資産については個別にグル

ーピングを行い、提出会社の本社管理部

門に係る資産等は共用資産としており、

合理的な方法で事業所等を単位としたグ

ループに配分しております。 

(4）資産のグルーピングの方法 

同左 

(4）資産のグルーピングの方法 

同左 

(5)回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は使用価値及び正味売却価

額を用いており、使用価値算定において

は将来キャッシュフローを５％で割引い

て算定しており、正味売却価額の算定に

当たっては主に不動産鑑定額等を使用し

ております。 

(5）回収可能価額の算定方法 

同左 

(5）回収可能価額の算定方法 

同左 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１.上記の新株予約権のうち行使可能なものは、25,149千株であります。 

    ２.上記のストック・オプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加48株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091 

合計 235,987,091 － － 235,987,091 

自己株式        

普通株式 12,081 240 － 12,321 

合計 12,081 240 － 12,321 

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当中間連結
会計期間末
残高 
（千円） 

前連結会計年
度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結会
計期間末 

提出会社

（親会社） 
平成17年新株予約権 普通株式 25,149,000 － － 25,149,000 33,272 

  ストック・オプション

としての新株予約権 
  7,981,000 － 662,500 7,318,500 － 

合計 － 33,130,000 － 662,500 32,467,500 33,272 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間
末株式数（株） 

発行済株式        

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091 

合計 235,987,091 － － 235,987,091 

自己株式        

普通株式（注） 12,401 48 － 12,449 

合計 12,401 48 － 12,449 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）１.上記のストック・オプションとしての新株予約権の減少は、退職によるものであります。 

    ２.上記のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

 
前連結会計年度末株
式数（株） 

当連結会計年度増加
株式数（株） 

当連結会計年度減少
株式数（株） 

当連結会計年度末株
式数（株） 

発行済株式        

普通株式 235,987,091 － － 235,987,091 

合計 235,987,091 － － 235,987,091 

自己株式        

普通株式 12,081 320 － 12,401 

合計 12,081 320 － 12,401 

区分 新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計年
度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計年
度減少 

当連結会計年
度末 

提出会社

（親会社） 
平成17年新株予約権 普通株式 25,149,000 － 25,149,000 － － 

  ストック・オプション

としての新株予約権 
－ 7,981,000 － 1,476,000 6,505,000 － 

合計 － 33,130,000 － 26,625,000 6,505,000 － 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表掲記されている科

目の金額との関係 

※１ 現金および現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表掲記されている科目の金額

との関係 

現金および預金勘定 15,796,882千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
△146,506千円

現金および現金同等物 15,650,376千円

現金および預金勘定      1,092,506千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金等 
       －

現金および現金同等物      1,092,506千円

現金および預金勘定     1,586,230千円

預金期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△144,714千円

現金および現金同等物     1,441,516千円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引に係わる注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引に係わる注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引に係わる注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額および期末残高相当額 

   

有形固 

定資産 

(その他) 

無形固 

定資産 

(その他) 

合計 

取得価額 

相当額 
 

千円 

138,458 

千円 

3,482 

千円 

141,940 

減価償却 

累計額 

相当額 

 
千円 

90,363 

千円 

3,076 

千円 

93,440 

減損損失

累計額 

相当額 

 
千円 

8,980 

千円 

－ 

千円 

8,980 

中間期末 

残高 

相当額 

 
千円 

39,113 

千円 

406 

千円 

39,520 

   

有形固 

定資産 

(その他)

無形固 

定資産 

(その他)

合計 

取得価額 

相当額 
 

千円

129,113

千円

3,482

千円

132,596

減価償却 

累計額 

相当額 

 
千円

108,269

千円

3,482

千円

111,752

減損損失

累計額 

相当額 

 
千円

8,980

千円

－

千円

8,980

中間期末 

残高 

相当額 

 
千円

11,863

千円

－

千円

11,863

   

有形固 

定資産 

(その他) 

無形固 

定資産 

(その他) 

合計 

取得価額

相当額 
 

千円 

179,868 

千円 

3,482 

千円

183,350

減価償却

累計額 

相当額 

 
千円 

125,903 

千円 

3,424 

千円

129,327

減損損失

累計額 

相当額 

 
千円 

8,980 

千円 

－ 

千円

8,980

期末残高

残高 

相当額 

 
千円 

44,984 

千円 

58 

千円

45,042

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料中間期末残高相当額等 

  未経過リース料中間期末残高相当額 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

リース資産減損勘定の残高 3,736千円

１年以内 22,100千円

１年超    10,748千円

合計    32,849千円

リース資産減損勘定の残高     412千円

１年以内  34,765千円

１年超 19,478千円

合計  54,243千円

リース資産減損勘定の残高      2,074千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額 

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額 

支払リース料 15,939千円

リース資産減損勘定の取崩額 11,994千円

減価償却費相当額 13,914千円

支払利息相当額 1,535千円

支払リース料 14,325千円

リース資産減損勘定の取崩額    1,662千円

減価償却費相当額   12,480千円

支払利息相当額      802千円

支払リース料   38,544千円

リース資産減損勘定の取崩額   13,656千円

減価償却費相当額 34,233千円

支払利息相当額    2,686千円

④ 減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額および利息相当額の

算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によ

っております。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（平成18年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価評価されていないものについて、486千円の減損処理を

行っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。 

当中間連結会計期間（平成19年９月30日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  当中間連結会計期間末において、その他有価証券で時価のあるものはありません。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 当中間連結会計期間において、減損処理の対象となったものはありません。 

     なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。 

  

前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 （注） 当連結会計期間において、486千円の減損処理を行っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には「時価が著しく

下落」したものとし、減損処理を行っております。 

区分 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

その他有価証券       

① 株式 10,400 88,920 78,520 

② 債券 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

小計 10,400 88,920 78,520 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 56,369 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 56,369 

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券       

① 株式 10,400 72,000 61,600 

② 債券 － － － 

③ その他 － － － 

小計 10,400 72,000 61,600 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 56,369 



（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月1

日 至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

該当事項はありません。  

  

前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容  

 （注）株式数に換算して記載しております。 

 
平成17年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 
 当社従業員（取締役、監査役含む）、当

社子会社従業員（取締役含む）500名 

当社従業員（取締役、監査役含む）、当社

子会社従業員（取締役含む）542名  

ストック・オプション数  

         （注） 
普通株式   5,000,000株 普通株式   2,981,000株 

付与日 平成17年12月15日 平成18年３月16日 

権利確定条件 

 付与日（平成17年12月15日）以降、権利

確定日（平成19年６月30日）まで継続し

て勤務していること。 

 付与日（平成18年３月16日）以降、権利

確定日（平成19年６月30日）まで継続し

て勤務していること。 

対象勤務期間 
 ７ヶ月間（平成17年５月14日至平成17年

12月15日） 
１日（平成18年３月16日在籍者）  

権利行使期間 
平成19年６月30日から 

平成20年７月７日まで 

平成19年６月30日から 

平成20年７月７日まで 

権利行使価格（円）                335                175  

付与日における公正な評価

単価（円） 
               ―                ―  



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売 

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務 

(3）その他………………………………自動車陸送事業等 

３ 営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売 

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務 

(3）その他………………………………自動車陸送事業等 

３ 営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 
自動車関連
事業 
（千円） 

不動産関連
事業 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する

売上高 
18,224,081 62,659 168,008 18,454,750 ― 18,454,750 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

1,732 240 194,354 196,326 △196,326 ― 

計 18,225,813 62,899 362,362 18,651,076 △196,326 18,454,750 

営業費用 18,864,483 14,146 377,042 19,255,672 △195,141 19,060,530 

営業利益又は営業損失

（△） 
△638,669 48,753 △14,679 △604,596 △1,186 △605,780 

  
自動車関連
事業 
（千円） 

不動産関連
事業 
（千円） 

その他関連
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 20,644,295 63,280 194,455 20,902,032 － 20,902,032 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,743 120 241,880 243,744 △243,744 － 

計 20,646,039 63,400 436,336 21,145,776 △243,744 20,902,032 

営業費用 21,768,187 14,905 451,720 22,234,814 △242,016 21,992,797 

営業利益又は営業損失

（△） 
△1,122,148 48,494 △15,384 △1,089,038 △1,728 △1,090,765 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）自動車関連事業……………………中古車の買取、中古車の販売及び新車の販売 

(2）不動産関連事業……………………不動産の販売及びコンサルタント業務 

(3）その他………………………………自動車陸送事業等 

３ 営業費用の「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金1,195,352千円、投資

有価証券128,369千円であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国または、地域に所在す

る連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  
自動車関連
事業 
（千円） 

不動産関連
事業 
（千円） 

その他関連
事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 36,091,475 126,119 360,738 36,578,333 － 36,578,333 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
5,869 480 395,118 401,467 △401,467 － 

計 36,097,344 126,599 755,856 36,979,801 △401,467 36,578,333 

営業費用 38,054,848 30,182 768,239 38,853,270 △396,585 38,456,685 

営業利益又は営業損失

（△） 
△1,957,503 96,417 △12,382 △1,873,470 △4,883 △1,878,352 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産 8,384,515 － 264,620 8,649,136 1,566,567 10,215,703 

減価償却費 289,355 － 32,113 321,468 － 321,468 

減損損失 307,151 － － 307,151 － 307,151 

資本的支出 430,570 － 34,052 464,623 － 464,623 



【海外売上高】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はあ

りません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 89.82円      27.55円      32.64円 

１株当たり中間（当期）純

損失 
3.95円     6.14円      61.08円 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、滞在株式は存在するも

のの、１株当たり中間純損

失である為、記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、滞在株式は存在するも

のの、１株当たり中間純損

失である為、記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益について

は、滞在株式は存在するも

のの、１株当たり当期純損

失である為、記載しており

ません。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 932,934 1,449,489 14,414,418 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
932,934 1,449,489 14,414,418 

期中平均株式数（千株） 235,974 235,974 235,974 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権２種類（新株

予約権の数73,185個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類（新株

予約権の数58,245個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

「新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類（新株

予約権の数65,980個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

新株予約権等の状況」に

記載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．公開買付けの賛同 

 当社は平成18年12月１日開催の取締役会にお

いて、株式会社ソリッドアコースティックス

（以下、「公開買付者」）による当社株式の公

開買付け（以下、「本公開買付け」）について

賛同の意を表明することを決議いたしました。 

①公開買付者の概要 

②当該公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 当社の取締役会は、公開買付者が本公開買付

けを実施することについて、以下の理由をもっ

て賛同の意を表明するものであります。 

 当社は、中古自動車の買取直販をコアビジネ

スとして事業展開を行っておりますが、親会社

である株式会社ライブドア（以下、「ライブド

ア社」）の不祥事に起因し、営業への影響や信

頼の失墜等当社が本来持っているポテンシャル

を存分に発揮することが厳しい状況におかれて

おり、さらに、両社を取り巻く環境が大きく変

化し、当初予定されていたシナジー効果が見込

めなくなったため、ライブドア社との資本・業

務提携解消に向けて鋭意交渉を進めてまいりま

した。この状況を当社自身で打開するため、独

自の「カーチスブランド」構築による営業戦

略、信頼回復、収益基盤の確立等の実現に向け

て邁進してまいりました。 

 今回の本公開買付けの公開買付者は、「イン

ベストメント＆インキュベーションカンパニ

ー」を標榜し、多様化した様々な製品やサービ

スを構築することを事業戦略と位置付けており

ます。公開買付者の企業理念である「価値ある

エンタテインメントの創造」として産まれ変わ

る可能性がある法人に対して、投資及び事業の

インキュベーションを実施することで、「価値

あるエンタテインメントの創造」を実現してい

きたいとの考えがありました。この理念をもと

に、公開買付者が当社のコアビジネスモデルに

共感し、永続的な支援の中で両社が有する経営

資源をフルに活用し、シナジー効果が見込める

と両社が判断いたしました。 

商号 
株式会社ソリッドアコー

スティックス 

主な事業内容 

投資事業、事業育成（イ

ンキュベーション）事

業、及び子会社管理（ビ

ジネスマネジメント）事

業 

設立年月日 平成13年12月４日 

本店所在地 

東京都港区芝一丁目11番

11号 住友不動産芝ビル1

階 

代表者 代表取締役 江川 賢記 

資本金 18億1,800万円 

大株主構成及

び持株比率 

有限会社ＫＧホールディ

ングス 90.42％ 

江川 賢記 9.58％ 

当社との関係 

資本関係、人的関係及び

取引関係はございませ

ん。 

１.親会社等の異動について 

 平成19年10月15日、当社は、株主名簿管理人

より平成19年9月30日現在の当社株主名簿を受

理いたしましたが、同名簿では、株式会社ソリ

ッドアコースティックス（以下、「ＳＡ社」と

いう。）の当社所有株式数が減少しており、議

決権の比率が過半数に満たしていなかったこと

などから、ＳＡ社に対して所有状況の事実確認

の要請をしていたところ、10月19日までにＳＡ

社から、①ＳＡ社がリーマン・ブラザーズ証券

株式会社（以下、「ＬＢ社」といいます。）に

担保提供していたＳＡ社に所有権のある当社株

式については、ＬＢ社の担保権実行によりＬＢ

社が一部売却（6,911,000株）しており、また

②ＳＡ社が別途所有していた当社株式

（12,200,000株）については、従前からＳＡ社

がＬＢ社以外に借入の担保として借入先に提供

され、期限の利益を喪失し、ＳＡ社に返還され

ないことが確認されたことにより、平成19年９

月30日現在のＳＡ社の当社所有株式数は、ＬＢ

社への担保提供分のみで、115,028,800株（議

決権比率48.74％) である旨の回答がありまし

た。 

 これに伴い当社は、ＳＡ社が財務諸表等規則

第８条第３項に規定する「親会社」に該当する

かどうかにつき協議したところ、「親会社」に

該当しないと判断するに至りました。また、Ｓ

Ａ社も10月18日および19日開催の取締役会にお

いて、当社はＳＡ社の「子会社」に該当しない

旨の決議に至ったと報告を受けました。 

 従いまして、ＳＡ社は当社の「親会社」から

「その他の関係会社」に変更することになりま

した。 

  

２.持分法適用会社株式の異動（譲渡）につい

て   

 平成19年10月22日開催の取締役会において、

当社の持分法適用会社である株式会社オートサ

ーバー(以下、「ＡＳ社」という。)の当社保有

株式の全部を、平成19年10月30日付でＡＢＳ１

号投資事業組合（以下、「ＡＢＳ組合」といい

ます。)に譲渡することを決議いたしました。 

①異動の理由 

 平成19年９月27日公表の「持分法適用会社の

異動（譲渡）に関するお知らせ」のとおり、当

社では、持分法適用会社である株式会社オート

サーバーの株式譲渡につき、より経済合理的な

株式譲渡手続きを進めるべく検討を重ねてまい

りましたところ、平成19年10月17日、ＡＢＳ組

合からの意向表明書を取得したことに伴い、譲

渡条件につきＡＢＳ組合と交渉いたしました結

果、双方合意に至ったことから、この度株式譲

渡を決議するに至ったものであります。また、

平成19年10月22日開催のＡＳ社取締役会におい

て、ＡＢＳ組合への株式譲渡につき承認する旨

の決議に至ったと報告を受けました。 

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について 

 当社の親会社である株式会社ソリッドアコー

スティックスが運営するＣＭＳ口座に当社が寄

託した資産120億円は、親会社がリーマン・ブ

ラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」とい

います。）との間の金銭消費貸借契約（以下、

「本件債務」といいます。）に基づき、自己担

保として預託（以下、「預託担保」といいま

す。）しておりましたが、ＬＢ社は、平成19年

６月５日、親会社が本件債務の期限の利益を喪

失したとして預託担保を本件債務の弁済に充当

いたしました。これを受け当社は、親会社との

ＣＭＳに関する契約を破棄し、準消費貸借契約

を締結、親会社の資産を当社へ追加差入れ、債

務の弁済に充当する旨を親会社に申請すること

を平成19年６月６日開催の取締役会で決議いた

しました。  

  

２．持分法適用会社株式の売却について 

 株式会社オートサーバー株式について、平成

19年５月31日開催の取締役会において当社所有

の全株式を売却する旨決議いたしました。第21

期上期中（平成19年９月30日まで）に、売却を

行います。 

  

３．運転資金対応について 

 当社は、平成19年６月８日開催の取締役会に

て、当社保有株式の売却、不動産の売却および

エクイティファイナンス等の実施等,第21期中

に40億円超の資金を調達することを決議いたし

ました。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

具体的には、当社の重要な課題である収益基

盤の強化策に関して、ブランドビジネスの強

化や新たな集客方法、店舗展開などの営業施

策等販路拡大に繋がると確信しております。

さらには、公開買付者の既存事業及び顧客に

対しての営業的なアプローチの実施等収益力

強化にも効果が見込めると考えます。 

 当社は原点に立ち戻り、公開買付者とのシ

ナジー効果を存分に発揮し、事業運営の効率

化、経営体制の一層の強化を早急に進めるた

めに本公開買付けについて賛同いたしまし

た。ライブドア社は、保有の当社株式

（120,353,600株）の全部を本公開買付けに応

募すること、新株予約権（17,604個）につい

ては本公開買付け終了前には権利行使しない

こと、また、本公開買付け終了後、最初に開

催される臨時株主総会において、ライブドア

社から派遣されている取締役を退任させるこ

とについて公開買付者との間で合意しており

ます。なお、その他発行の新株予約権（7,545

個）につきましても割当者と当社の間で本公

開買付け終了前には権利行使しないことを合

意しております。 

 ※当該新株予約権17,604個及び7,545個につ

きましては、本公開買付け成立後当社が取得

し消却する予定であります。 

②譲渡する持分法適用会社の概要 

 なお、平成19年10月30日を以って株式譲渡は完

了しております。   

  

 ３.和解による訴訟の解決について  

①和解に至るまでの経緯 

 本訴訟は、当社が吸収合併した子会社が保有し

ていた金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権400

百万円(以下、「本件債権」という。) の弁済が

期日を経過しても履行されなかったことから、平

成17年２月17日に東京地方裁判所において債務

者 (以下、「被告ら」という。) に対して訴訟提

起したものであり、本件債権を回収すべく係争を

続けてまいりましたが、本件債権を回収するため

に訴訟を継続することの経済的合理性を鑑み、平

成19年10月11日、裁判上の和解により終結させる

ことといたしました。 

②和解の内容 

(1) 被告らは、当社に対し本件和解金として

6,000万円の支払義務のあることを認める。 

(2) 被告らは、当社に対し平成19年10月から平成

20年9月まで、毎月末日限り、500万円ずつを12回

に分割して支払う。 

(3) 被告らが、前項の分割金の支払を怠り、その

額が1,000万円に達したときは、被告らは当然に

期限の利益を失い、(1)の金員から既払金を控除

した残金および違約金4億円並びにこれらに対す

る期限の利益を失った日の翌日から各支払済みに

至るまで年10パーセントの割合による遅延損害金

を直ちに支払う。 

(4) 当社は、(1)のほか、被告らが当社に対し担

保として差し入れた当社株式48,800株を、当社が

任意の方法により、任意の時期に処分した上、被

告らの当社に対する(1)以外の債務に充当するこ

とができるものとし、被告らは、これについて一

切異議を述べない。 

(5) 当社は、(4)の担保処分による充当額を除

き、その余の請求を放棄する。 

(6) 本件に関し、当社と被告らとの間には、本和

解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のな

いことを相互に確認する。 

(7) 訴訟費用は各自の負担とする。 

商号 株式会社オートサーバー 

代表者 荻原 外志仁 

所在地 愛知県豊橋市下地町字操穴１９番地 

設立日 平成９年６月11日 

事業の内容 
インターネット等を利用した中古車流通業

並びに情報提供業務 

決算期 ５月 

従業員数 ４４人 

資本金の額 ４億2,476万円 

発行済株式数 28,640株 

譲渡前所有株式数 8,848株（発行済株式総数比30.89%） 

譲渡株式数 8,848株（発行済株式総数比30.89%） 

譲渡後所有株式数  0株（発行済株式総数比 0.0%） 

譲渡価格 1,880百万円 (1株あたり212,477円)  

売却益 1,070百万円 

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ４.住友不動産株式会社からの建物明渡請求訴

訟の和解について  

 当社は現在本社屋として、当社の親会社等で

ある株式会社ソリッドアコースティックス (以

下、「ＳＡ社」という。) が住友不動産株式会

社 (以下、「住友不動産」という。) との賃貸

借契約に基づき賃借している建物の貸室の一部

を転借する形で入居しておりますが、ＳＡ社が

賃料等を滞納したことを理由に住友不動産から

貸室明渡しを請求する訴訟を提起されておりま

した（ＳＡ社に対しては損害賠償請求を含む）

この度当社と、ＳＡ社およびその子会社９社と

住友不動産との間で和解が成立いたしました。

なお、当社は平成19年11月１日付で、住友不動

産と直接、賃貸借契約を締結しております。  

  

 ５.株式会社ケン・エンタープライズの当社株

式に対する公開買付について  

 当社は、平成19年10月31日、株式会社ケン・

エンタープライズ (以下、「公開買付者」とい

う。)より、当社株式113,273,804株( 買付等を

行った後における株券等所有割合は48.00% )を

取得の下限と設定し、株式157,100,000株( 買

付等を行った後における株券等所有割合は

66.58% )を取得の上限と設定した公開買付する

意向を受けております。 

 ①買付等の期間：平成19年10月31日(水) 

         から平成19年12月12日 

         (水)まで (30営業日) 

 ②買付等の価格：株式1株につき金26円  

 本公開買付につきましては、当社に対して事

前の通知等はなく、公告以外の情報は把握して

おりません。当社では、本公開買付に対する意

見表明につきましては、事実関係を確認し把握

するとともに、本公開買付の内容を十分に精査

のうえ判断してまいります。 

  

６.株式会社ケン・エンタープライズによる当

社株式に対する公開買付の反対について  

 当社は、平成19年11月12日開催の取締役会に

おいて、株式会社ケン・エンタープライズによ

る当社株式の公開買付けについて反対の意見を

表明することを決議し、公表いたしました。 

 詳細につきましては、７ページ「対処すべき

課題」に記載しておりますのでご参照下さ

い。  

  

７.設備投資について  

 ①枚方店改修工事について 

 （1）目的 

 大阪府自然環境保全条例に基づく緑化計画に

伴い、敷地面積の縮小が必要となり、敷地を有

効活用し商談スペースの環境改善など顧客満足

度の向上や業務の効率化を図るものでありま

す。 

 （2）設備の内容 

   店舗 

  ・投資予定額       250,000千円 

  ・原状回復費用等     120,000千円 

 （3）着工及び完成の時期 

 平成20年１月着工 平成20年８月完成予定 

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   （4）営業に及ぼす影響 

 敷地の有効活用を行い、単位面積あたりの営

業キャッシュ・フローの増加につなげてまいり

ます。 

 ②仙台サービス工場新設について 

 （1）目的 

 お客様のアフターフォローを行うにあたり、

現設備では充分な対応が厳しく、顧客満足度も

向上できないため、新たに工場を新設し、アフ

ターフォローの充実と信頼の継続を図るもので

あります。 

 （2）設備の内容 

  サービス工場 

 ・投資予定額        90,000千円 

 ・原状回復費用等      10,000千円 

 （3）着工及び完成の時期 

 平成20年１月着工 平成20年３月完成予定 

 （4）営業に及ぼす影響 

 今まで外注しておりました作業を内政化する

ことにより、１台当たりの外注原価を削減、ま

た工場がある安心感、信頼性の向上により、リ

ピート率等の増加が期待でき、収益増を図って

まいります。 

  

８.リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対す

る訴訟について 

 当社は、平成19年12月７日開催の取締役会に

おいて、リーマン・ブラザーズ証券株式会社

（以下、「ＬＢ社」という。）に対して訴訟を

提起することを決議し、また、同日付で、東京

地方裁判所に同社に対する訴状を提出いたしま

した 

 ①訴訟の提起について 

 （1）原 告 

      当 社 

 （2）被 告 

 名称 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 

 代表者     代表取締役 桂木 明夫 

 住所  東京都港区六本木六丁目10番１号 

 （3）訴訟の内容 

 当社は、当社の「その他の関係会社」である

株式会社ソリッドアコースティックス（以下、

「ＳＡ社」という。）とＬＢ社の間で平成19年

３月20日に成立した120億円の金銭預託契約

（以下、「本預託契約」という。）を詐害行為

として民法第424条に基づき取り消すことを求

めるほか、当該取消しとかかる金銭預託契約を

締結して120億円をＬＢ社が収受する経緯にお

いて共同不法行為など違法な行為が介在したこ

とを原因として返還請求権ないし損害賠償請求

権120億円の内30億円及び遅延損害金の支払を

求めるものです。 

 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ②訴訟の原因及び提起に至った経緯 

 平成19年６月６日にお知らせしておりますと

おり、当社の「その他の関係会社」であるＳＡ

社は、当社がＣＭＳに寄託した寄託金120億円

をＬＢ社と締結した金銭消費貸借契約（以下、

「本件債務」といいます。）に基づく自己担保

としてＬＢ社に預託（以下、「本件預託金」と

いいます。）しており、ＳＡ社が本件債務150

億円につき期限の利益を喪失したため、ＬＢ社

は質権を実行し、本件預託金120億円を本件債

務の弁済の一部に充当し、また、平成19年６月

13日にお知らせしておりますとおり、ＬＢ社は

ＳＡ社との間の金銭消費貸借契約及び株式質権

設定契約に基づき、ＳＡ社がＬＢ社に対して担

保提供していた当社株式121,939,800株を大量

保有いたしました。 

 しかしながら、ＬＢ社は、貸付手数料・利息

等の利益を得るために、ＳＡ社に対して２度に

わたって計金150億円を貸し付け、当社の資産

のみを元手に、当社及び当社の資産を支配しよ

うと企図したＳＡ社及びＳＡ社元役員と共謀の

上、当社の資産を返済原資とする予定であった

ことを当社に秘し、「一時的な資産保全のた

め」等と当社を欺罔して、当社をしてＬＢ社の

ＳＡ社に対する債権の担保として当社の120億

円相当の現金等資産に質権を設定させました。

その後、一度は当該質権を解除して当社に当該

資産を返還するも、「ＣＭＳ」を名目に即時に

当社からＳＡ社に対して計金120億円を送金さ

せた上で、ＳＡ社をして本預託契約に基づい

て、ＬＢ社に同額の預託を行わせ、最終的にそ

の預託金120億円をもってＳＡ社のＬＢ社に対

する150億円の債務の返済に充当させました。 

 これにより、当社はＳＡ社に対する金120億

円の寄託金返還請求権の実行が事実上不可能に

なり、同額の損害を被っていると言えます。そ

こで、ＳＡ社からＬＢ社への120億円の預託行

為を基礎づける本預託契約の債権者取消権に基

づき取り消した上でその返還を求め、かつ、Ｌ

Ｂ社がＳＡ社らと共謀の上金120億円の損害を

生じさせた行為について共同不法行為に基づき

損害賠償請求するものであります。 

 なお、いずれも金120億円のうちの一部の金

30億円について返還ないし支払を求めておりま

す。今回請求金額を30億円とした理由は、訴額

に比例して必要となる訴訟手数料を節約し、今

後の展開に応じて請求の拡張を検討する余地を

残すべきとの判断によるものであります。 

  

９．その他の関係会社に対する破産手続開始の

申立て及び保全管理命令の申立てについて 

 当社は、平成19年12月11日開催の取締役会に

おいて当社の「その他の関係会社」である株式

会社ソリッドアコースティックス（以下「ＳＡ

社」といいます。）の破産手続開始の申立て及

び保全管理命令の申立てを決議し、同日、東京

地方裁判所に予納金を納付し、正式に申立てが

受理されました。 

 ①破産手続開始の申立て及び保全管理命令の

申立てについて 

 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   （1）被申立人の概要 

 （2）申立人の概要 

 （3）破産手続開始の申立て及び保全管理命令

の申立ての内容 

 当社は、当社に対して122億3,960万円の債務を

負っているＳＡ社は債務超過かつ支払不能である

と判断し、東京地方裁判所に、破産法第18条第１

項に基づく破産手続開始を申し立てる「破産手続

開始申立書」及び同法第91条第1項に基づく保全

管理命令を申し立てる「保全処分の申立て（保全

管理命令）」を提出いたしました。 

 ②破産手続開始の申立て及び保全管理命令の申

立てに至る経緯及び理由 

 当社は、ＳＡ社に対する122億3,960万円（ＣＭ

Ｓ寄託金返還請求権121億6,000万円及びその利

息）の債権の回収にあたり、あらゆる方策を講じ

て債権回収に努めてまいりましたが、下記理由に

より回収は不可能であると判断し、残された回収

原資を保全すべく当該申立てを行うに至りまし

た。 

 （1）ＳＡ社が債務超過であり、その解消の可

能性がないと判断できること 

 ＳＡ社は、平成19年３月期の時点で既に約26億

円の債務超過であり、今後、ＳＡ社の事業によっ

て、かかる債務超過を解消することは望めないと

判断されます。 

 （2）子会社の譲渡等、資産散逸の可能性が極

めて高いこと 

 ＳＡ社は、平成19年10月にＳＡ社の子会社４

社、同年11月には子会社１社を各社の経営者（過

去及び実質的な経営者を含む）に安価で売却して

おり、その譲渡はいずれも、当社との事前協議な

く、当社の承諾を経ないばかりか、譲渡価格の適

正性に係る精査の申入れをしたにもかかわらず、

それを拒否して断行されました。譲渡後、譲渡代

金が当社に対する債務に充当されることも一切な

く、今後もこのように資産が散逸される可能性が

極めて高いといえます。 

 従って、ＳＡ社の資産が１日も早く、保全管理

人又は破産管財人の管理・処分権の影響の下に置

かれるべく、保全管理命令及び破産手続開始決定

が下されるよう申し立てたものです。 

 ③被申立人に対する債権 

 122億3,960万円（ＣＭＳ寄託金返還請求権121

億6,000万円及びその利息） 

 ④当社業績に及ぼす影響 

 当社のＳＡ社に対する債権121億6,000万円は平

成19年３月期において、差入担保額を控除した

114億8,000万円を引当て済みであり、当社の今期

業績予想に与える影響は軽微であります。 

商号 株式会社ソリッドアコースティックス 

本店所在地 東京都港区三田三丁目５番27号 

代表者 川上 巌 

資本金の額 18億1,800万円 

主な事業内容 オーディオ機器の開発、設計、製作等 

当社との関係 当社の「その他の関係会社」 

商号 株式会社ソリッドグループホールディングス 

本店所在地 東京都港区三田三丁目５番27号 

代表者 菅野谷 昌洋 

資本金の額 144億4,780万5,041円 

主な事業内容 自動車関連事業 

 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   15,419,522   960,037 1,195,352   

２ 受取手形   13,456   1,005 7,141   

３ 売掛金   707,507   1,041,288 869,470   

４ たな卸資産   3,350,138   3,432,090 3,712,660   

５ その他   321,361   263,805 314,658   

貸倒引当金   △4,312   － △100   

流動資産合計     19,807,673 83.1 5,698,227 62.7   6,099,183 57.5

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物   457,165   334,538 429,187   

(2）土地   232,200   232,200 232,200   

(3）その他   463,225   227,435 439,834   

有形固定資産合計   1,152,590   794,174 1,101,221   

２ 無形固定資産   40,520   1,953 2,343   

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券   145,289   56,369 128,369   

(2）関係会社株式   1,500,999   1,411,028 1,500,999   

(3）差入敷金保証金   866,099   1,010,331 1,168,835   

(4）長期債権 ※２ 20,346,317   20,152,996 20,340,668   

(5）長期売掛金 ※２ 505,725   518,489 518,489   

(6）CMSによる関係会
社寄託金 

※
３  

－   11,932,623 12,160,000   

(7）その他   74,907   32,578 318,608   

貸倒引当金   △20,617,095   △32,520,857 △32,731,244   

投資その他の資産
合計 

  2,822,243   2,593,560 3,404,726   

固定資産合計     4,015,354 16.9 3,389,687 37.3   4,508,291 42.5

資産合計     23,823,028 100.0 9,087,914 100.0   10,607,474 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金   319,276   650,639 467,584   

２ 短期借入金   －   100,000 －   

３ 未払金   937,368   760,451 1,137,632   

４ 前受金   108,513   294,920 202,984   

５ 未払法人税等   49,371   57,087 72,870   

６ 賞与引当金   142,000   161,000 151,000   

７ 閉鎖店舗引当金   56,484   － 11,397   

８ 社名変更関連費用
引当金 

  109,874   － －   

９ その他 ※４ 210,045   274,314 220,403   

流動負債合計     1,932,934 8.1 2,298,414 25.3   2,263,873 21.4

Ⅱ 固定負債           

１ 預り保証金   21,907   20,362 20,362   

２ 長期未払金   19,680   － 9,840   

３ リース資産減損勘
定 

  3,736   412 2,074   

４ 繰延税金負債   31,800   － 24,948   

固定負債合計     77,124 0.3 20,774 0.2   57,224 0.5

負債合計     2,010,058 8.4 2,319,188 25.5   2,321,098 21.9

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     14,447,805 60.6 14,447,805 159.0   14,447,805 136.2

２ 資本剰余金           

（1）資本準備金   3,611,951   3,611,951 3,611,951   

（2）その他資本剰余金   3,943,751   3,943,751 3,943,751   

資本剰余金合計     7,555,702 31.7 7,555,702 83.1   7,555,702 71.2

３ 利益剰余金           

（1）その他利益剰余金           

別途積立金   644,669   644,669 644,669   

繰越利益剰余金   △913,219   △15,877,463 △14,396,465   

利益剰余金合計     △268,550 △1.1 △15,232,793 △167.6   △13,751,796 △129.6

４ 自己株式     △1,979 △0.0 △1,988 △0.0   △1,987 △0.0

株主資本合計     21,732,977 91.2 6,768,725 74.5   8,249,724 77.8

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評
価差額金 

    46,719 0.2 － －   36,652 0.3

評価・換算差額等合
計 

    46,719 0.2 － －   36,652 0.3

Ⅲ 新株予約権     33,272 0.2 － －   － －

純資産合計     21,812,969 91.6 6,768,725 74.5   8,286,376 78.1

負債純資産合計     23,823,028 100.0 9,087,914 100.0   10,607,474 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     18,288,713 100.0 20,709,439 100.0   36,223,944 100.0

Ⅱ 売上原価     14,765,478 80.7 16,914,178 81.7   29,448,904 81.3

売上総利益     3,523,235 19.3 3,795,261 18.3   6,775,039 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    4,113,151 22.5 4,868,915 23.5   8,636,126 23.8

営業損失     589,915 △3.2 1,073,653 △5.2   1,861,086 △5.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,821 0.0 11,571 0.1   94,577 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※２   3,178 0.0 12,484 0.1   10,096 0.0

経常損失     581,272 △3.2 1,074,567 △5.2   1,776,605 △4.9

Ⅵ 特別利益 ※３   23,592 0.1 55,829 0.3   23,919 0.1

Ⅶ 特別損失 ※4.6   332,659 1.8 437,126 2.1   12,596,439 34.8

税引前中間(当期)
純損失 

    890,339 △4.9 1,455,864 △7.0   14,349,126 △39.6

法人税・住民税及
び事業税 

    22,880 0.1 25,132 0.2   47,339 0.1

中間(当期)純損失     913,219 △5.0 1,480,997 △7.2   14,396,465 △39.7

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他資
本剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221 

中間会計期間中の変動額                  

資本準備金の取崩   △8,750,073 3,943,751 △4,806,321   4,806,321 4,806,321   － 

中間純損失           △913,219 △913,219   △913,219 

自己株式の取得               △24 △24 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

                  

中間会計期間中の変動額

合計 

（千円） 

－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － 3,893,102 3,893,102 △24 △913,243 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △913,219 △268,550 △1,979 21,732,977 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
66,425 66,425 33,272 22,745,919 

中間会計期間中の変動額        

資本準備金の取崩       － 

中間純損失       △913,219 

自己株式の取得       △24 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△19,706 △19,706 － △19,706 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△19,706 △19,706 － △932,950 

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
46,719 46,719 33,272 21,812,969 



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他資
本剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724 

中間会計期間中の変動額                  

中間純損失           △1,480,997 △1,480,997   △1,480,997 

自己株式の取得               0 0 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

                  

中間会計期間中の変動額

合計 

（千円） 

－ － － － － △1,480,997 △1,480,997 0 △1,480,998 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △15,877,463 △15,232,793 △1,988 6,768,725 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 

（千円） 
36,652 36,652 8,286,376 

中間会計期間中の変動額      

中間純損失     △1,480,997 

自己株式の取得     0 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 
△36,652 △36,652 △36,652 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△36,652 △36,652 △1,517,650 

平成19年９月30日 残高 

（千円） 
－ － 6,768,725 



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株
式 

株主資本合
計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 別途積立

金 
繰越利益剰
余金 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

14,447,805 12,362,024 － 12,362,024 644,669 △4,806,321 △4,161,652 △1,955 22,646,221 

事業年度中の変動額                 

 資本準備金の取崩   △8,750,073 3,943,751 △4,806,321   4,806,321 4,806,321   － 

当期純損失           △14,396,465 △14,396,465   △14,396,465 

自己株式の取得               △31 △31 

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

                  

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ △8,750,073 3,943,751 △4,806,321 － △9,590,143 △9,590,143 △31 △14,396,497 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

14,447,805 3,611,951 3,943,751 7,555,702 644,669 △14,396,465 △13,751,796 △1,987 8,249,724 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年3月31日 残高 
（千円） 

66,425 66,425 33,272 22,745,919 

事業年度中の変動額         

資本準備金の取崩       － 

当期純損失       △14,396,465 

自己株式の取得       △31 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△29,773 △29,773 △33,272 △63,045 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△29,773 △29,773 △33,272 △14,459,543 

平成19年3月31日 残高 
（千円） 

36,652 36,652 － 8,286,376 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

―――――――  当社は、当中間会計期間において営業

損失1,073百万円、中間純損失1,480百万

円を計上いたしました。また、当中間会

計期間末における現金及び現金同等物の

金額が960百万円となっており、前中間

会計期間末(15,419百万円)に比べて著し

く減少しております。当該状況を総合的

に鑑みて、当社には継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

 当中間会計期間におきまして、当社が

確保した運転資金は、当社保有株式、担

保不動産の売却、商品在庫圧縮,子会社

株式売却等の実施により1,915百万円と

なりました。当期の資金収支の予想およ

び運転資金の調達に関する詳細につきま

しては、下記資金繰り総括表をご参照下

さい。 

 このような状況から早急に脱却するた

めに、当社では平成19年７月30日公表の

中期事業計画

「CARCHS Rebuilding PLAN」（平成20年

３月期から平成22年３月期）を策定し、

当該計画の達成に向けて邁進しておりま

す。  

・営業損益および営業キャッシュ・フロ

ーへの対応 

 「買取直販モデル」を推進し、原価コ

ストの削減、店舗のスクラップアンドビ

ルドを積極的に実施してまいります。ま

た、法人営業の強化、地域の新規顧客の

獲得を促進させるとともに、人材教育に

よる営業１人当たり販売台数・買取台数

の向上を実現させることで、売上高に見

合う営業損益および営業キャッシュ・フ

ローの確保を図ってまいります。  

・販売管理費の圧縮と財務強化 

 第21期中間期におきまして、販売およ

び一般管理費が増加いたしましたが,当

社では引き続き費用対効果を徹底的に見

直し、経費圧縮してまいります。また、

持分法適用会社の売却につきましては、

平成19年10月30日付にて株式譲渡は完了

しておりますため、当社の財務強化、安

定化は一層強化されております。詳細に

つきましては、65ページ「重要な後発事

象」をご覧下さい。  

 当社は、第18期590百万円、第19期

918百万円、第20期1,861百万円と継続

して大幅な営業損失を計上しておりま

す。当事業年度においては多額の貸倒

引当金を計上したため、当期純損失は

14,396百万円にのぼりました。 

 当事業年度においては、現金および

現金同等物の金額（1,195百万円）が

前事業年度末（15,963百万円）に比べ

て著しく減少しております。当該状況

を総合的に鑑みて、当社には継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 このような状況から早急に脱却する

ために、当社では中期事業計画（平成

20年３月期から平成22年３月期）を策

定し、当該計画の達成に向けて邁進す

る所存です。 

・営業損益および営業キャッシュ・フ

ローへの対応 

 営業では１人当たりの生産性を重視

してまいります。営業研修部を新設し

て個人のスキルアップをはかり、全国

55ある店舗（平成19年３月末現在）よ

りスクラップ・アンド・ビルドを積極

的に行います。新たに導入した事業部

制では買取・直販体制を構築させ、社

内流通量を10,000台に増加し陸送費、

オークション仕入れ手数料の削減を強

化すること、そしてより地域に密着し

た営業、機動的なマーケティングを遂

行いたします。 

・販売管理費の圧縮と財務強化 

 第20期におきましては広告宣伝費が

802百万円増加いたしましたが、費用

対効果を徹底的に検証してまいりま

す。本社家賃の見直し（移転含む）な

ど経費圧縮に努め、持分法適用会社で

ある株式会社オートサーバー株式の売

却を早期に実現させ、当社の財務強

化、安定に努めてまいります。 

  なお、第21期の資金収支の予想、お

よび今後確保すべき運転資金につきま

しては、子会社からの借入、当社保有

株式・不動産の売却、担保不動産の売

却、およびエクイティファイナンス等

の実施により4,918百万円を調達して

まいります。詳細は、下記資金繰り総

括表をご参照下さい。  

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
 （自 平成19年４月１日 
   至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日） 

―――――――  第21期資金繰り総括表 

      自 平成19年４月１日 

     至 平成20年３月31日 

 （単位：百万円）

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要な

疑義は解消されるものと考えておりま

す。このため、中間財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、上記の重

要な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。 

 項目  
第21期収支予想額  

収入 支出  差引 

 前期繰越     1,195

 経常収支 39,142 41,640 △2,498

 投資等収支 2 800 △798

 財務収支 ― 410 △410

 当期資金不足

額 
    △2,511

         

 項目 

 資金不足額の調達 

 調達時期 調達額 
調達実施

額 

当社保有株

式売却 

 平成19年

６月 
66 56

子会社から

借入 

 平成19年

６月 
100 100

担保不動産

売却 

 平成19年

８月 
217 227

担保不動産

売却 

 平成19年

12月 
460  －

貸付金回収 
 平成19年

９月 
60 60

当社保有株

式売却 

 平成20年

１月 
1,170  －

エクイティフ

ァイナンス等 

 平成20年

１月 
2,000  －

当社保有不

動産売却 

 平成20年

２月 
200  －

担保株式売

却 

 平成19年

12月 
2  －

担保株式売

却 

 平成19年

８月 
209 150

担保株式売

却 

 平成19年

12月 
4  －

差入保証金

返還 

 平成19年

９月 
80 102

商品在庫圧縮 

第１四半期 
 随時 350 568

商品在庫圧縮 

第２四半期 
 随時 － 562

子会社株式

売却 

 平成19年

９月 
－ 90

  

調達金額お

よび調達実

施額の合計

4,918 1,915

第21期資金繰り総括表 

 自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日 

 （単位：百万円）

 当該計画および資金調達の実行・達成

により、継続企業の前提に関する重要

な疑義は解消されるものと考えており

ます。このため、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、上記の

重要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。 

 項目  
第21期収支予想額  

収入 支出  差引 

 前期繰越     1,195

 経常収支 39,142 41,640 △2,498

 投資等収支 2 800 △798

 財務収支 ― 410 △410

 当期資金不足

額 
    △2,511

         

 項目 

 資金不足額の調達 

 調達時期 
 数量

（株） 
 調達額 

当社保有株

式売却 

 平成19年

６月 
 360 66

子会社から

借入 

 平成19年

６月 
  100

担保不動産

売却 

 平成19年

７月 
  217

担保不動産

売却 

 平成19年

７月 
  460

貸付金回収 
 平成19年

７月 
  60

当社保有株

式売却 

 平成19年

９月 
 8,848 1,170

エクイティフ

ァイナンス等 

 平成19年

７月 
  2,000

当社保有不

動産売却 

 平成19年

９月 
  200

担保株式売

却 

 平成19年

９月 
 48,800 2

担保株式売

却 

 平成19年

９月 
 280,000 209

担保株式売

却 

 平成19年

９月 
 93,440 4

差入保証金

返還 

 平成19年

９月 
  80

商品在庫圧

縮 
 随時   350

   調達金額の合計 4,918



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格等に

基づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

      ――――――― 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  子会社株式および関連会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式および関連会社株式 

同左 

子会社株式および関連会社株式 

同左 

  (2）たな卸資産 

個別法による低価法 

(2）たな卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資

産 

個別法による原価法（中間貸借対

照表価額は、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）

によっております。 

(2）たな卸資産 

個別法による低価法 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物    ３年～44年 

構築物   ３年～15年 

機械装置  13年 

車両運搬具 ４年～６年 

器具備品  ３年～10年 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。また、平成19年

４月１日以降に取得した減価償

却資産については、改正後の法

人税法に基づく定率法を採用し

ております。 

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物    ３年～44年 

構築物   ３年～15年 

機械装置  13年 

車両運搬具 ４年～６年 

器具備品  ３年～10年 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

定期借地権の契約による借地上

の構築物等については、耐用年

数を定期借地権の残存期間、残

存価額を零とした定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物    ３年～44年 

構築物   ３年～15年 

機械装置  13年 

車両運搬具 ４年～６年 

器具備品  ３年～10年 

  (2）無形固定資産 

定額法 

ただしソフトウェア（自社利

用）については、社内における

見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、回収不能見込額を計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  一般債権 

貸倒実績率によっておりま

す。 

    

  貸倒懸念債権および破産更生債

権 

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してお

ります。 

    

  (2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）閉鎖店舗引当金 

店舗閉鎖に伴う損失発生見込額

を計上しております。 

      ――――――― (3）閉鎖店舗引当金 

店舗閉鎖に伴う損失発生見込額

を計上しております。 

  (4）社名変更関連費用引当金 

社名変更に関連して、今後発生

すると見込まれる額を計上して

おります。 

      ――――――― (4）社名変更関連費用引当金 

社名変更に関連して、今後発生

すると見込まれる額を計上して

おります。 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンスリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は21,779,697千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は8,286,376千円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

     

―――――― １．（有形固定資産の減価償却方法の変

更） 

 当中間会計期間から、平成19年度の法

人税法の改正に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した減価償却資産について

は、改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。なお、この変更による

当中間会計期間の損益に与える影響は軽

微であります。 

  

―――――― 

―――――― ２．（棚卸資産の評価に関する会計基準

の早期適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年７月５

日）が平成20年３月31日以前に開始する

会計年度に係る財務諸表から適用できる

ことになったことに伴い、当中間会計期

間から同会計基準を適用しております。 

 これにより営業損失、経常損失及び税

引前中間純損失は、それぞれ16,372千円

減少しております。 

 （参考） 

 ①変更前の方法（個別法による低価

法）による低価評価損計上額 

            48,195千円 

 ②変更後の方法による簿価切下額   

            31,823千円 

 ③変更による影響額（②－①） 

           △16,372千円 

―――――― 

     



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― （中間貸借対照表関係）  

 当中間会計期間において、株式

会社ソリッドアコースティックス

が「親会社」から「その他の関係

会社」へ異動いたしましたので、

固定資産に表示しておりました

「ＣＭＳによる親会社寄託金」か

ら「ＣＭＳによる関係会社寄託

金」に科目を変更して表示してお

ります。 

  

―――――― 

     



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

項目 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

932,332千円        1,147,792千円        1,112,844千円 

※２ 長期債権及び長期売掛

金について 

長期債権及び長期売掛金は、財務

諸表等規則第32条第１項第10号の

債権であります。 

同左 同左 

※３ ＣＭＳによる関係会社

寄託金について 

 ―――――― キャッシュ・マネジメント・システ

ム（ＣＭＳ）へ寄託した寄託金を、

関係会社が借入れているものであり

ます。 

  

キャッシュ・マネジメント・システ

ム（ＣＭＳ）へ寄託した寄託金を、

親会社が借入れているものでありま

す。 

※４ 消費税等の取扱い 仮払消費税等および仮受消費税等

は、相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

同左 

  

同左 

 ５ 保証債務 

  

ＡＡフィナンシャル・システム株

式会社のカートレードファイナン

ス会員の金融機関からの借入に対

する連帯保証 

100,000千円 

 ―――――― ＡＡフィナンシャル・システム株

式会社のカートレードファイナン

ス会員の金融機関からの借入に対

する連帯保証 

       100,000千円 



（中間損益計算書関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益の主な内訳      

受取利息 

受取配当金 

手数料収入 

1,725千円

1,119千円

－

     2,032千円

     1,515千円

     2,128千円

     69,159千円

      1,360千円

－

※２ 営業外費用の主な内訳      

支払利息 

車両盗難による損失 

－

－

1,134千円

6,076千円

      －

      －

※３ 特別利益の主な内訳      

投資有価証券売却益 

賞与引当金戻入 

－

         23,592千円

         46,016千円

         9,812千円

       －

         23,592千円

※４ 特別損失の主な内訳      

貸倒引当金繰入額 

投資有価証券評価損 

減損損失 

154,530千円

486千円

175,298千円

    74,584千円

   －

       362,021千円

       12,286,457千円

     486千円

         307,151千円

 ５ 減価償却実施額      

有形固定資産 

無形固定資産 

77,440千円

12,251千円

     121,744千円

      883千円

   276,249千円

   13,105千円

※６ 減損損失 (1）減損損失を認識した資産グル

ープの概要 

(1）減損損失を認識した資産グル

ープの概要 

(1）減損損失を認識した資産グルー

プの概要 

 
用途 所在地 種類 

減損 

損失 

（千円） 

赤字 

店舗 

千葉県柏

市 

石川県金

沢市他 

建物及び構

築物 

その他 

175,298

用途 所在地 種類 

減損 

損失 

（千円） 

赤字 

店舗 

大阪府大

阪市 

北海道札

幌市他 

建物及び構

築物 

その他 

348,531

遊休 － 

ソフトウェ

ア 

その他 

13,489

用途 所在地 種類 

減損 

損失 

（千円） 

赤字 

店舗 

千葉県柏

市 

石川県金

沢市他 

建物及び構

築物 

その他 

198,082

遊休 － 

ソフトウェ

ア 

その他 

109,068

  (2）減損損失の認識に至った経緯 

減損損失を認識した資産は収

益性及び評価額が帳簿価額に

比べて著しく低下したことに

より、減損の兆候が認められ

ましたので、帳簿価額を回収

可能価額まで減額しておりま

す。 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

     同左 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

     同左 

  (3）減損損失の主な固定資産の種

類ごとの金額 

(3）減損損失の主な固定資産の種

類ごとの金額 

(3）減損損失の主な固定資産の種類

ごとの金額 

  建物及び構築物 167,252千円

無形固定資産 4,546千円

建物及び構築物 239,999千円

無形固定資産   13,489千円

その他  108,531千円

建物及び構築物  192,339千円

無形固定資産  109,068千円

その他  5,743千円

  (4）資産のグルーピングの方法 

当社グループは内部管理上の

事業所等を単位として資産の

グルーピングを行っておりま

す。ただし、賃貸不動産に関

する資産及び遊休資産につい

ては個別にグルーピングを行

い、提出会社の本社管理部門

に係る資産等は共用資産とし

ており、合理的な方法で事業

所等を単位としたグループに

配分しております。 

(4）資産のグルーピングの方法 

     同左 

(4）資産のグルーピングの方法 

     同左 

  (5）回収可能価額の算定方法 

回収可能価額は使用価値及び

正味売却価額を用いており、

使用価値算定においては将来

キャッシュフローを５％で割

引いて算定しており、正味売

却価額の算定に当たっては主

に不動産鑑定額等を使用して

おります。 

(5）回収可能価額の算定方法 

     同左 

(5）回収可能価額の算定方法 

     同左 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加48株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加320株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式 12,081 240 ― 12,321 

合計 12,081 240 ― 12,321 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当中間会計期間増加
株式数（株） 

当中間会計期間減少
株式数（株） 

当中間会計期間末株
式数（株） 

普通株式（注） 12,401 48 ― 12,449 

合計 12,401 48 ― 12,449 

 
前事業年度末株式数

（株） 
当事業年度増加株式
数（株） 

当事業年度減少株式
数（株） 

当事業年度末株式数
（株） 

普通株式 12,081 320 ― 12,401 

合計 12,081 320 ― 12,401 



（リース取引関係） 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 

     
有形固

定資産 
  

無形固

定資産 
  合計 

    千円   千円   千円

取得価額

相当額 
  138,458  3,482  141,940

減価償却

累計額相

当額 

  90,363  3,076  93,440

減損損失

累計額相

当額 

  8,980  －  8,980

中間期末

残高相当

額 

  39,113  406  39,520

   
有形固

定資産 
 

無形固

定資産 
  合計 

    千円   千円   千円

取得価額

相当額 
  129,113  3,482  132,596

減価償却

累計額相

当額 

  108,269  3,482  111,752

減損損失

累計額相

当額 

  8,980  －  8,980

中間期末

残高相当

額 

  11,863  －  11,863

   
有形固

定資産 
  

無形固

定資産 
  合計 

    千円   千円   千円

取得価額

相当額 
  179,868  3,482  183,350

減価償却

累計額相

当額 

  125,903  3,424  129,327

減損損失

累計額相

当額 

  8,980  －  8,980

期末残高

相当額 
  44,984  58  45,042

  ② 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相 

  当額 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相 

  当額 

② 未経過リース料期末残高相当

額等等 

 未経過リース料期末残高相当額 

  １年以内 28,435千円

１年超 24,167千円

合計 52,602千円

１年以内   22,100千円

１年超  10,748千円

合計   32,849千円

１年以内  34,765千円

１年超  19,478千円

合計   54,243千円

  リース資産減損勘

定の残高 
3,736千円

リース資産減損勘

定の残高 
     412千円

リース資産減損勘

定の残高 
  2,074千円

  ③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額 

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額 

③ 支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額 

  支払リース料 15,939千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
11,994千円

減価償却費相当

額 
13,914千円

支払利息相当額 1,535千円

支払リース料  14,325千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
 1,662千円

減価償却費相当

額 
  12,480千円

支払利息相当額      802千円

支払リース料   38,544千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
  13,656千円

減価償却費相当

額 
  34,233千円

支払利息相当額    2,686千円

  ④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする

定額法によっておりま

す。 

④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

④ 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方

法 

同左 

  ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、各

期への配分方法について

は、利息法によっており

ます。 

・利息相当額の算定方法 

同左 

・利息相当額の算定方法 

同左 



（有価証券関係） 

前中間会計期間（平成18年９月30日） 

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（平成19年９月30日） 

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。 

前事業年度（平成19年３月31日） 

子会社及び関連会社で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 92.30円      28.68円      35.12円 

１株当たり中間（当

期）純損失 
3.87円     6.28円      61.01円 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益については、

潜在株式は存在するものの、

１株当たり中間純損失である

為、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益については、

潜在株式は存在するものの、

１株当たり中間純損失である

為、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失である

為、記載しておりません。 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失（千円） 913,219 1,480,997 14,396,465 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失

（千円） 
913,219 1,480,997 14,396,465 

期中平均株式数（千株） 235,974 235,974 235,974 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権２種類（新株

予約権の数73,185個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

「新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類（新株

予約権の数58,245個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

「新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権２種類（新株

予約権の数65,980個）。

なお、これらの概要は、

「第４提出会社の状況、

１株券等の状況、（2）

「新株予約権等の状況」

に記載のとおりでありま

す。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．公開買付けの賛同 

 当社は平成18年12月１日開催の取締役会に

おいて、株式会社ソリッドアコースティック

ス（以下、「公開買付者」）による当社株式

の公開買付け（以下、「本公開買付け」）に

ついて賛同の意を表明することを決議いたし

ました。 

①公開買付者の概要 

②当該公開買付けに関する意見の内容及び理

由 

 当社の取締役会は、公開買付者が本公開買

付けを実施することについて、以下の理由を

もって賛同の意を表明するものであります。 

 当社は、中古自動車の買取直販をコアビ 

ジネスとして事業展開を行っておりますが、

親会社である株式会社ライブドア（以下、

「ライブドア社」）の不祥事に起因し、営業

への影響や信頼の失墜等当社が本来持ってい

るポテンシャルを存分に発揮することが厳し

い状況におかれており、さらに、両社を取り

巻く環境が大きく変化し、当初予定されてい

たシナジー効果が見込めなくなったため、ラ

イブドア社との資本・業務提携解消に向けて

鋭意交渉を進めてまいりました。この状況を

当社自身で打開するため、独自の「カーチス

ブランド」構築による営業戦略、信頼回復、

収益基盤の確立等の実現に向けて邁進してま

いりました。 

 今回の本公開買付けの公開買付者は、「イ

ンベストメント＆インキュベーションカンパ

ニー」を標榜し、多様化した様々な製品やサ

ービスを構築することを事業戦略と位置付け

ております。公開買付者の企業理念である

「価値あるエンタテインメントの創造」とし

て産まれ変わる可能性がある法人に対して、

投資及び事業のインキュベーションを実施す

ることで、「価値あるエンタテインメントの

創造」を実現していきたいとの考えがありま

した。この理念をもとに、公開買付者が当社

のコアビジネスモデルに共感し、永続的な支

援の中で両社が有する経営資源をフルに活用

し、シナジー効果が見込めると両社が判断い

たしました。 

商号 
株式会社ソリッドアコース

ティックス 

主な事業内容 

投資事業、事業育成（イン

キュベーション）事業、及

び子会社管理（ビジネスマ

ネジメント）事業 

設立年月日 平成13年12月４日 

本店所在地 
東京都港区芝一丁目11番11

号 住友不動産芝ビル1階 

代表者 代表取締役 江川 賢記 

資本金 18億1,800万円 

大株主構成及び

持株比率 

有限会社ＫＧホールディン

グス 90.42％ 

江川 賢記 9.58％ 

当社との関係 
資本関係、人的関係及び取

引関係はございません。 

１.親会社等の異動について 

 平成19年10月15日、当社は、株主名簿管

理人より平成19年9月30日現在の当社株主名

簿を受理いたしましたが、同名簿では、株

式会社ソリッドアコースティックス（以

下、「ＳＡ社」といいます。）の当社所有

株式数が減少しており、議決権の比率が過

半数に満たしていなかったことなどから、

ＳＡ社に対して所有状況の事実確認の要請

をしていたところ、10月19日までにＳＡ社

から、①ＳＡ社がリーマン・ブラザーズ証

券株式会社（以下、「ＬＢ社」といいま

す。）に担保提供していたＳＡ社に所有権

のある当社株式については、ＬＢ社の担保

権実行によりＬＢ社が一部売却（6,911,000

株）しており、また②ＳＡ社が別途所有し

ていた当社株式（12,200,000株）について

は、従前からＳＡ社がＬＢ社以外に借入の

担保として借入先に提供され、期限の利益

を喪失し、ＳＡ社に返還されないことが確

認されたことにより、平成19年９月30日現

在のＳＡ社の当社所有株式数は、ＬＢ社へ

の担保提供分のみで、115,028,800株（議決

権比率48.74％) である旨の回答がありまし

た。 

 これに伴い当社は、ＳＡ社が財務諸表等

規則第８条第３項に規定する「親会社」に

該当するかどうかにつき協議したところ、

「親会社」に該当しないと判断するに至り

ました。また、ＳＡ社も10月18日および19

日開催の取締役会において、当社はＳＡ社

の「子会社」に該当しない旨の決議に至っ

たと報告を受けました。 

 従いまして、ＳＡ社は当社の「親会社」

から「その他の関係会社」に変更すること

になりました。 

  

２.持分法適用会社株式の異動（譲渡）につ

いて   

 平成19年10月22日開催の取締役会におい

て、当社の持分法適用会社である株式会社

オートサーバー(以下、「ＡＳ社」とい

う。)の当社保有株式の全部を、平成19年10

月30日付でＡＢＳ１号投資事業組合（以

下、「ＡＢＳ組合」といいます。)に譲渡す

ることを決議いたしました。 

①異動の理由 

 平成19年９月27日公表の「持分法適用会

社の異動（譲渡）に関するお知らせ」のと

おり、当社では、持分法適用会社である株

式会社オートサーバーの株式譲渡につき、

より経済合理的な株式譲渡手続きを進める

べく検討を重ねてまいりましたところ、平

成19年10月17日、ＡＢＳ組合からの意向表

明書を取得したことに伴い、譲渡条件につ

きＡＢＳ組合と交渉いたしました結果、双

方合意に至ったことから、この度株式譲渡

を決議するに至ったものであります。ま

た、平成19年10月22日開催のＡＳ社取締役

会において、ＡＢＳ組合への株式譲渡につ

き承認する旨の決議に至ったと報告を受け

ました。 

１．親会社が運営するＣＭＳ口座について 

 当社の親会社である株式会社ソリッドアコ

ースティックスが運営するＣＭＳ口座に当社

が寄託した資産120億円は、親会社がリーマ

ン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ

社」といいます。）との間の金銭消費貸借契

約（以下、「本件債務」といいます。）に基

づき、自己担保として預託（以下、「預託担

保」といいます。）しておりましたが、ＬＢ

社は、平成19年６月５日、親会社が本件債務

の期限の利益を喪失したとして預託担保を本

件債務の弁済に充当いたしました。これを受

け当社は、親会社とのＣＭＳに関する契約を

破棄し、準消費貸借契約を締結、親会社の資

産を当社へ追加差入れ、債務の弁済に充当す

る旨を親会社に申請することを平成19年６月

６日開催の取締役会で決議いたしました。 

  

２．持分法適用会社株式の売却について 

 株式会社オートサーバー株式について、平

成19年５月31日開催の取締役会において当社

所有の全株式を売却する旨決議いたしまし

た。第21期上期中（平成19年９月30日まで）

に、売却を行います。 

  

３．運転資金対応について 

 当社は、平成19年６月８日開催の取締役会

にて、当社保有株式の売却、不動産の売却お

よびエクイティファイナンス等の実施等,第21

期中に40億円超の資金を調達することを決議

いたしました。 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 具体的には、当社の重要な課題である収

益基盤の強化策に関して、ブランドビジネ

スの強化や新たな集客方法、店舗展開など

の営業施策等販路拡大に繋がると確信して

おります。さらには、公開買付者の既存事

業及び顧客に対しての営業的なアプローチ

の実施等収益力強化にも効果が見込めると

考えます。 

 当社は原点に立ち戻り、公開買付者との

シナジー効果を存分に発揮し、事業運営の

効率化、経営体制の一層の強化を早急に進

めるために本公開買付けについて賛同いた

しました。ライブドア社は、保有の当社株

式（120,353,600株）の全部を本公開買付け

に応募すること、新株予約権（17,604個）

については本公開買付け終了前には権利行

使しないこと、また、本公開買付け終了

後、最初に開催される臨時株主総会におい

て、ライブドア社から派遣されている取締

役を退任させることについて公開買付者と

の間で合意しております。なお、その他発

行の新株予約権（7,545個）につきましても

割当者と当社の間で本公開買付け終了前に

は権利行使しないことを合意しておりま

す。 

 ※当該新株予約権17,604個及び7,545個に

つきましては、本公開買付け成立後当社が

取得し消却する予定であります。 

②譲渡する持分法適用会社の概要 

 なお、平成19年10月30日を以って株式譲渡

は完了しております。  

  

３.和解による訴訟の解決について  

①和解に至るまでの経緯 

 本訴訟は、当社が吸収合併した子会社が保

有していた金銭消費貸借契約に基づく貸付金

債権400百万円(以下、「本件債権」とい

う。) の弁済が期日を経過しても履行されな

かったことから、平成17年２月17日に東京地

方裁判所において債務者 (以下、「被告ら」

という。) に対して訴訟提起したものであ

り、本件債権を回収すべく係争を続けてまい

りましたが、本件債権を回収するために訴訟

を継続することの経済的合理性を鑑み、平成

19年10月11日、裁判上の和解により終結させ

ることといたしました。 

②和解の内容  

(1) 被告らは、当社に対し本件和解金として

6,000万円の支払義務のあることを認める。 

(2) 被告らは、当社に対し平成19年10月から

平成20年9月まで、毎月末日限り、500万円ず

つを12回に分割して支払う。 

(3) 被告らが、前項の分割金の支払を怠り、

その額が1,000万円に達したときは、被告ら

は当然に期限の利益を失い、(1)の金員から

既払金を控除した残金および違約金4億円並

びにこれらに対する期限の利益を失った日の

翌日から各支払済みに至るまで年10パーセン

トの割合による遅延損害金を直ちに支払う。 

(4) 当社は、(1)のほか、被告らが当社に対

し担保として差し入れた当社株式48,800株

を、当社が任意の方法により、任意の時期に

処分した上、被告らの当社に対する(1)以外

の債務に充当することができるものとし、被

告らは、これについて一切異議を述べない。 

(5) 当社は、(4)の担保処分による充当額を

除き、その余の請求を放棄する。 

(6) 本件に関し、当社と被告らとの間には、

本和解条項に定めるもののほか、何らの債権

債務のないことを相互に確認する。 

(7) 訴訟費用は各自の負担とする。 

商号 株式会社オートサーバー 

代表者 荻原 外志仁 

所在地 
愛知県豊橋市下地町字操穴

１９番地 

設立日 平成９年６月11日 

事業の内容 

インターネット等を利用し

た中古車流通業並びに情報

提供業務 

決算期 ５月 

従業員数 ４４人 

資本金の額 ４億2,476万円 

発行済株式数 28,640株 

譲渡前所有株式

数 

 8,848株（発行済株式総数

比 30.89%） 

譲渡株式数  
 8,848株（発行済株式総数

比 30.89%） 

譲渡後所有株式

数  

 0株（発行済株式総数比 

   0.0%） 

譲渡価格 
 1,880百万円  (1株あた

り212,477円) 

売却益   519百万円 

 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

  ４.住友不動産株式会社からの建物明渡請求

訴訟の和解について  

 当社は現在本社屋として、当社の親会社

等である株式会社ソリッドアコースティッ

クス (以下、「ＳＡ社」という。) が住友

不動産株式会社 (以下、「住友不動産」と

いう。) との賃貸借契約に基づき賃借して

いる建物の貸室の一部を転借する形で入居

しておりますが、ＳＡ社が賃料等を滞納し

たことを理由に住友不動産から貸室明渡し

を請求する訴訟を提起されておりました。

（ＳＡ社に対しては損害賠償請求を含む）

この度当社と、ＳＡ社およびその子会社９

社と住友不動産との間で和解が成立いたし

ました。 

 なお、当社は平成19年11月１日付で、住

友不動産と直接、賃貸借契約を締結してお

ります。 

  

５.株式会社ケン・エンタープライズの当社

株式に対する公開買付について  

 当社は、平成19年10月31日、株式会社ケ

ン・エンタープライズ (以下、「公開買付

者」という。)より、当社株式113,273,804

株( 買付等を行った後における株券等所有

割合は48.00% )を取得の下限と設定し、株

式157,100,000株( 買付等を行った後におけ

る株券等所有割合は66.58% )を取得の上限

と設定した公開買付する意向を受けており

ます。 

 ①買付等の期間：平成19年10月31日(水) 

         から平成19年12月12日 

         (水)まで (30営業日) 

 ②買付等の価格：株式1株につき金26円  

本公開買付につきましては、当社に対して

事前の通知等はなく、公告以外の情報は把

握しておりません。当社では、本公開買付

に対する意見表明につきましては、事実関

係を確認し把握するとともに、本公開買付

の内容を十分に精査のうえ判断してまいり

ます。  

  

６.株式会社ケン・エンタープライズによる

当社株式に対する公開買付の反対について 

 当社は、平成19年11月12日開催の取締役

会において、株式会社ケン・エンタープラ

イズによる当社株式の公開買付けについて

反対の意見を表明することを決議し、公表

いたしました。 

 詳細につきましては、７ページ「対処す

べき課題」に記載しておりますのでご参照

下さい。  

  

７.設備投資について  

 ①枚方店改修工事について 

 （1）目的 

 大阪府自然環境保全条例に基づく緑化計画に

伴い、敷地面積の縮小が必要となり、敷地を有

効活用し商談スペースの環境改善など顧客満足

度の向上や業務の効率化を図るものでありま

す。 

 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   （2）設備の内容 

   店舗 

  ・投資予定額       250,000千円 

  ・原状回復費用等     120,000千円 

 （3）着工及び完成の時期 

 平成20年１月着工 平成20年８月完成予定 

 （4）営業に及ぼす影響 

 敷地の有効活用を行い、単位面積あたりの営

業キャッシュ・フローの増加につなげてまいり

ます。 

 ②仙台サービス工場新設について 

 （1）目的 

 お客様のアフターフォローを行うにあたり、

現設備では充分な対応が厳しく、顧客満足度も

向上できないため、新たに工場を新設し、アフ

ターフォローの充実と信頼の継続を図るもので

あります。 

 （2）設備の内容 

  サービス工場 

 ・投資予定額        90,000千円 

 ・原状回復費用等      10,000千円 

 （3）着工及び完成の時期 

 平成20年１月着工 平成20年３月完成予定 

 （4）営業に及ぼす影響 

 今まで外注しておりました作業を内政化する

ことにより、１台当たりの外注原価を削減、ま

た工場がある安心感、信頼性の向上により、リ

ピート率等の増加が期待でき、収益増を図って

まいります。 

  

 

  ８.リーマン・ブラザーズ証券株式会社に対す

る訴訟について 

 当社は、平成19年12月７日開催の取締役会に

おいて、リーマン・ブラザーズ証券株式会社

（以下、「ＬＢ社」という。）に対して訴訟を

提起することを決議し、また、同日付で、東京

地方裁判所に同社に対する訴状を提出いたしま

した 

 ①訴訟の提起について 

 （1）原 告 

    当 社 

 （2）被 告 

 名称 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 

 代表者     代表取締役 桂木 明夫 

 住所  東京都港区六本木六丁目10番１号 

 （3）訴訟の内容 

 当社は、当社の「その他の関係会社」である

株式会社ソリッドアコースティックス（以下、

「ＳＡ社」という。）とＬＢ社の間で平成19年

３月20日に成立した120億円の金銭預託契約

（以下、「本預託契約」という。）を詐害行為

として民法第424条に基づき取り消すことを求

めるほか、当該取消しとかかる金銭預託契約を

締結して120億円をＬＢ社が収受する経緯にお

いて共同不法行為など違法な行為が介在したこ

とを原因として返還請求権ないし損害賠償請求

権120億円の内30億円及び遅延損害金の支払を

求めるものです。 

 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   ②訴訟の原因及び提起に至った経緯 

 平成19年６月６日にお知らせしておりますと

おり、当社の「その他の関係会社」であるＳＡ

社は、当社がＣＭＳに寄託した寄託金120億円

をＬＢ社と締結した金銭消費貸借契約（以下、

「本件債務」といいます。）に基づく自己担保

としてＬＢ社に預託（以下、「本件預託金」と

いいます。）しており、ＳＡ社が本件債務150

億円につき期限の利益を喪失したため、ＬＢ社

は質権を実行し、本件預託金120億円を本件債

務の弁済の一部に充当し、また、平成19年６月

13日にお知らせしておりますとおり、ＬＢ社は

ＳＡ社との間の金銭消費貸借契約及び株式質権

設定契約に基づき、ＳＡ社がＬＢ社に対して担

保提供していた当社株式121,939,800株を大量

保有いたしました。 

 しかしながら、ＬＢ社は、貸付手数料・利息

等の利益を得るために、ＳＡ社に対して２度に

わたって計金150億円を貸し付け、当社の資産

のみを元手に、当社及び当社の資産を支配しよ

うと企図したＳＡ社及びＳＡ社元役員と共謀の

上、当社の資産を返済原資とする予定であった

ことを当社に秘し、「一時的な資産保全のた

め」等と当社を欺罔して、当社をしてＬＢ社の

ＳＡ社に対する債権の担保として当社の120億

円相当の現金等資産に質権を設定させました。

その後、一度は当該質権を解除して当社に当該

資産を返還するも、「ＣＭＳ」を名目に即時に

当社からＳＡ社に対して計金120億円を送金さ

せた上で、ＳＡ社をして本預託契約に基づい

て、ＬＢ社に同額の預託を行わせ、最終的にそ

の預託金120億円をもってＳＡ社のＬＢ社に対

する150億円の債務の返済に充当させました。 

 これにより、当社はＳＡ社に対する金120億

円の寄託金返還請求権の実行が事実上不可能に

なり、同額の損害を被っていると言えます。そ

こで、ＳＡ社からＬＢ社への120億円の預託行

為を基礎づける本預託契約の債権者取消権に基

づき取り消した上でその返還を求め、かつ、Ｌ

Ｂ社がＳＡ社らと共謀の上金120億円の損害を

生じさせた行為について共同不法行為に基づき

損害賠償請求するものであります。 

 なお、いずれも金120億円のうちの一部の金

30億円について返還ないし支払を求めておりま

す。今回請求金額を30億円とした理由は、訴額

に比例して必要となる訴訟手数料を節約し、今

後の展開に応じて請求の拡張を検討する余地を

残すべきとの判断によるものであります。 

  

９．その他の関係会社に対する破産手続開始の

申立て及び保全管理命令の申立てについて 

 当社は、平成19年12月11日開催の取締役会に

おいて当社の「その他の関係会社」である株式

会社ソリッドアコースティックス（以下「ＳＡ

社」といいます。）の破産手続開始の申立て及

び保全管理命令の申立てを決議し、同日、東京

地方裁判所に予納金を納付し、正式に申立てが

受理されました。 

 ①破産手続開始の申立て及び保全管理命令の

申立てについて 

 

 



前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

   （1）被申立人の概要 

 （2）申立人の概要 

 （3）破産手続開始の申立て及び保全管理命令の

申立ての内容 

 当社は、当社に対して122億3,960万円の債務を

負っているＳＡ社は債務超過かつ支払不能である

と判断し、東京地方裁判所に、破産法第18条第１

項に基づく破産手続開始を申し立てる「破産手続

開始申立書」及び同法第91条第1項に基づく保全管

理命令を申し立てる「保全処分の申立て（保全管

理命令）」を提出いたしました。 

 ②破産手続開始の申立て及び保全管理命令の申

立てに至る経緯及び理由 

 当社は、ＳＡ社に対する122億3,960万円(ＣＭＳ

寄託金返還請求権121億6,000万円及びその利息)の

債権の回収にあたり、あらゆる方策を講じて債権

回収に努めてまいりましたが、下記理由により回

収は不可能であると判断し、残された回収原資を

保全すべく当該申立てを行うに至りました。 

 （1）ＳＡ社が債務超過であり、その解消の可能

性がないと判断できること 

 ＳＡ社は、平成19年３月期の時点で既に約26億

円の債務超過であり、今後、ＳＡ社の事業によっ

て、かかる債務超過を解消することは望めないと

判断されます。 

 （2）子会社の譲渡等、資産散逸の可能性が極め

て高いこと 

 ＳＡ社は、平成19年10月にＳＡ社の子会社４

社、同年11月には子会社１社を各社の経営者（過

去及び実質的な経営者を含む）に安価で売却して

おり、その譲渡はいずれも、当社との事前協議な

く、当社の承諾を経ないばかりか、譲渡価格の適

正性に係る精査の申入れをしたにもかかわらず、

それを拒否して断行されました。譲渡後、譲渡代

金が当社に対する債務に充当されることも一切な

く、今後もこのように資産が散逸される可能性が

極めて高いといえます。 

 従って、ＳＡ社の資産が１日も早く、保全管理

人又は破産管財人の管理・処分権の影響の下に置

かれるべく、保全管理命令及び破産手続開始決定

が下されるよう申し立てたものです。 

 ③被申立人に対する債権 

 122億3,960万円（ＣＭＳ寄託金返還請求権121億

6,000万円及びその利息） 

 ④当社業績に及ぼす影響 

 当社のＳＡ社に対する債権121億6,000万円は平

成19年３月期において、差入担保額を控除した114

億8,000万円を引当て済みであり、当社の今期業績

予想に与える影響は軽微であります。 

商号 株式会社ソリッドアコースティックス 

本店所在地 東京都港区三田三丁目５番27号 

代表者 川上 巌 

資本金の額 18億1,800万円 

主な事業内容 オーディオ機器の開発、設計、製作等 

当社との関係 当社の「その他の関係会社」 

商号 株式会社ソリッドグループホールディングス 

本店所在地 東京都港区三田三丁目５番27号 

代表者 菅野谷 昌洋 

資本金の額 144億4,780万5,041円 

主な事業内容 自動車関連事業 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 （1）
有価証券報告書及びその添

付書類 

事業年度 

（第20期） 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 
  

平成19年６月29日 

関東財務局長に提出。 

 （2）訂正報告書 平成19年６月29日提出の有価証券報

告書及びその添付書類に係る訂正報

告書である。 

  平成19年10月12日 

関東財務局長に提出。 

 （3）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第９号(代表取締役の

異動)の規定に基づくもの 

  
平成19年10月12日 

関東財務局長に提出。 

 （4）

  

臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第３号(親会社の異動)

の規定に基づくもの 

  
平成19年10月26日 

関東財務局長に提出。 

 （5）

  

臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号(主要株主の異

動)の規定に基づくもの 

  
平成19年12月21日 

関東財務局長に提出。 

 （6）臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第３号(親会社の異動)

の規定に基づくもの  

  
平成19年12月21日 

関東財務局長に提出。 

 （7）訂正報告書   平成18年12月15日提出の半期報告

書及びその添付書類に係る訂正報告

書である。 

  
 平成19年12月21日 

関東財務局長に提出。 

 （8）訂正報告書  平成19年６月29日提出の有価証券

報告書及びその添付書類に係る訂正

報告書である。 

  
 平成19年12月21日 

関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成18年12月13日

株式会社カーチス  

  取締役会 御中  

  ビーエー東京監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 原 伸之   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 若槻 明   ㊞ 

         

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社カーチス（旧会社名 株式会社ライブドアオート）の平成18年４月１日から平成19年3月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対す

る意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社カーチス（旧会社名 株式会社ライブドアオート）及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 （１）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期

    間から貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

    の適用指針を適用しているため、この会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 （２）重要な後発事象に、株式会社ソリッドアコースティックによる株式の公開買付けに関する記載がある。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております 



  独立監査人の中間監査報告書  

       

      平成19年12月18日

株式会社ソリッドグループホールディングス  

  取締役会 御中  

  監査法人ウイングパートナーズ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 赤坂 満秋   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉野 直樹   ㊞ 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ソリッドグループホールディングスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結

損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結

財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に

準拠して、株式会社ソリッドグループホールディングス及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又状況に記載があるように、会社グループは当中間連結会計期間において

営業損失1,090百万円、中間純損失1,449百万円を計上し、営業キャッシュ・フローについても784百万円と継続的にマイナ

スとなっている。さらに当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物金額が1,092百万円となっており、前中間会計

期間末（15,650百万円）に比べて著しく減少している。当該状況により会社グループには継続企業に関する重要な疑義が存

在している。当該状況に関する対応策等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記の重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２ 会計処理の変更として、当中間連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年

7月5日）を早期適用している旨の記載がある。この変更により営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失は16,372千

円減少している。 

３ 以下の事象が重要な後発事象として記載されている。 

 （１）平成19年10月22日開催の取締役会において持分法適用会社である株式会社オートサーバーの保有株式の全部を 

平成19年10月30日付けでＡＢＳ１号投資事業組合に譲渡することを決議した旨 

 （２）会社が吸収合併した子会社が保有していた貸付金400百万円について平成17年２月17日に東京地方裁判所におい 

提起していた訴訟について、平成19年10月11日において裁判上の和解により終結させた旨 

 （３）会社の本社屋として会社の親会社等である株式会社ソリッドアコースティックス（ＳＡ社）が住友不動産株会 

社より賃貸借契約に基づき賃借している建物の一部を転借する形で入居しているが、ＳＡ社が賃料等を滞納したことを理由

に住友不動産から貸室明け渡しを請求する訴訟を提起されていたが、平成19年11月１日付けで住友不動産とＳＡ社及びその

子会社９社との和解が成立し、その結果会社は同日付けで住友不動産と直接、賃貸借契約を締結した旨 

 （４）会社の営業店舗である、枚方店の改修工事及び仙台店のサービス工場新設を行う旨 

 （５）平成19年12月７日開催の取締役会において、リーマン・ブラザーズ証券会社に対して訴訟を提起することを決議 

し、同日付けで東京地方裁判所に訴状を提出した旨 

 （６）平成19年12月11日開催の取締役会において会社の「その他の関係会社」である株式会社ソリッドアコースティック

スの破産手続開始の申立て及び保全管理命令の申立てを決議し、同日予納金を納付し、正式に申立てが受理された旨 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成18年12月13日

株式会社カーチス  

  取締役会 御中  

  ビーエー東京監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 原 伸之   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 若槻 明   ㊞ 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カーチス（旧会社名 株式会社ライブドアオート）の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第20期事業年度の

中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社カーチス（旧会社名 株式会社ライブドアオート）の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

 追記情報 

 （１）中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は貸借対照表の純資産の

    部の表示に関する会計基準及び貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針を適用しているた

    め、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 （２）重要な後発事象に、株式会社ソリッドアコースティックによる株式の公開買付けに関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

       

      平成19年12月18日

株式会社ソリッドグループホールディングス  

  取締役会 御中  

  監査法人ウイングパートナーズ  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 赤坂 満秋   ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 吉野 直樹   ㊞ 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社ソリッドグループホールディングスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第２１期事業年度の中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及

び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得

たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ソリッドグループホールディングスの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１ 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又状況に記載があるように、会社は当中間会計期間において営業損失

1,073百万円、中間純損失1,480百万円を計上した。また当中間会計期間末における現金及び現金同等物金額が960百万円と

なっており、前中間会計期間末（15,419百万円）に比べて著しく減少している。当該状況により会社には継続企業に関する

重要な疑義が存在している。当該状況に関する対応策等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、上記の重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

２ 会計処理の変更として、当中間連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年

７月５日）を早期適用している旨の記載がある。この変更により営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失は16,372

千円減少している。 

３ 以下の事象が重要な後発事象として記載されている。 

 （１）平成19年10月22日開催の取締役会において持分法適用会社である株式会社オートサーバーの保有株式の全部を 

平成19年10月30日付けでABS１号投資事業組合に譲渡することを決議した旨 

 （２）会社が吸収合併した子会社が保有していた貸付金400百万円について平成17年２月17日に東京地方裁判所におい 

提起していた訴訟について、平成19年10月11日において裁判上の和解により終結させた旨 

 （３）会社の本社屋として会社の親会社等である株式会社ソリッドアコースティックス（ＳＡ社）が住友不動産株会 

社より賃貸借契約に基づき賃借している建物の一部を転借する形で入居しているが、ＳＡ社が賃料等を滞納したこと理由に

住友不動産から貸室明け渡しを請求する訴訟を提起されていたが、平成19年11月１日付けで住友不動産とＳＡ社及びその子

会社９社との和解が成立し、その結果会社は同日付けで住友不動産と直接、賃貸借契約を締結した旨 

 （４）会社の営業店舗である、枚方店の改修工事及び仙台店のサービス工場新設を行う旨 

 （５）平成19年12月７日開催の取締役会において、リーマン・ブラザーズ証券会社に対して訴訟を提起することを決議 

し、同日付けで東京地方裁判所に訴状を提出した旨 

 （６）平成19年12月11日開催の取締役会において会社の「その他の関係会社」である株式会社ソリッドアコースティック

スの破産手続開始の申立て及び保全管理命令の申立てを決議し、同日予納金を納付し、正式に申立てが受理された旨 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）

が別途保管しております。 
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